
第 18回厚生科学審議会感染症分科会結核部会

日 時 :平 成 22年 6月 30日 (水 )

10:00～ 12:00
‐       場  所 :経 済産 業 省 別館 11階 lHl号 室

議 事 次 第

1.開  会

)

2.議 事

(1)結核に関する特定感染症予防指針について

(2)そ の他

3.閉  会



第 18回 厚生科学審議会感染症分科会結核部会

資  料  一  覧

◆ 資 料

資料 1  「結核に関する特定感染症予防指針」に関する議論の進

め方について

資料 2  「原因の究明」に関する資料 (感 染症発生動向調査等 )

資料 3  「発生の予防及びまん延の防止」に関する資料 (定 期健

康診断 )

◆ 参 考 資 料

参考資料 1  前回部会における自治体 ヒア リングのまとめ

参考資料 2  自治体アンケー ト調査中間まとめ

参考資料 3  「結核に関する特定感染症予防指針」の論点 (案 )

参考資料 4  関係法令の参照条文等

参考資料 5  結核研究所国庫補助事業について

参考資料 6  労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあ り方

等に関する懇談会報告書
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「結核に関する特定感染症予防指針」に関する

議論の進め方について

○ 前回の第 17回結核部会では、結核対策上の課題、現在の取組み等に

関して、都道府県のヒアリングを実施6(参考資料 1)

○ 今回以降の部会においては、 17回部会での自治体ヒアリングの内容

や、第 16回部会でのご指摘を踏まえて実施された「結核に関する特

定感染症予防指針」に関する関係自治体に対するアンケー ト調査の中

間報告 (参考資料 2)等を踏まえ、現行の予防指針の項目に沿つて、

下記のスケジュール案を目安として議論を進める。 .

【結核部会の開催スケジュール案】

第 18回
(6月 30日 )

Ｉ

Ｉ

結 核 に関する特 定 感 染症 予 防指針 改正 について

前 文

第 1「 原因の究 明 」

第 2「発生の 予防及 びまん延 の防止 (定期健 診 )」

結 核 に関する特 定 感 染症 予 防指針 改正 について

第 2「発生の 予防 及 びまん延 の防止 (接触 者 健 診 、BCG)」

結 核 に関する特 定 感 染症 予 防指針 改正 について

第 3「 医療の提供 」

結 核 に関する特 定 感 染症 予 防指針 改正 について

第 4「 研究開発 の推 進 」

第 5「 国際的な連 携 」

第 6「 人材 の養成 」

第 7「普及啓 発及 び 人権 の尊 重」

結 核 に関する特 定 感 染症 予 防指針 改正 について

第 8「施設内 (院内 )感染 の防止等 」

第 9「具体的な 目標 」

第 19回
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第 21回

字
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第 23回
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「原因の究明」に関する資料 (感染症発生動向調査等)
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「結核に関する特定感染症予防指針 (抜粋 )



感 染症 の発 生動 向調査 (サーベイランス)につ いて

感染症法 (第 12条及び第14条 )に基づき、診断医療機関から保健所へ届出のあっ
た情報について、保健所から都道府県庁、厚生労働省を結ぶオンラインシステ
ムを活用して収集し、専門家による解析を行い、国民、医療関係者へ還元(提

供口公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様な
感染症の発生・拡大を防止するもの。

(1)法第12条に基づく医師の届出 (全数) 結核を含む76疾患
○ 周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合
○ 発生数が希少な感染症のため、定点方式での正確な傾向把握が不可能
な場合

(2)法第14条に基づく指定届出機関 (※ )の管理者の届出 (定点)

結核を含む25疾患
○ 発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する
必要がない場合

※発生の状況の届出を担当させる病院及び診療所を都道府県が指定

生サ=ベイランス

感染症法第 12条及び第 14条に基づく感染症情報の流れ

O―類感染症ギニ類感染症 (結核を含む。)、 三類感染症、四類感染症、新
型インフルエンザ等感染症及び五類感染症 (全数把握対象疾患)の患者等を
診断 した医師

届出

(第 12条 )

0指定届出機関の管理者

当該医療機関の医師が五類感染症 (定点把握
対象疾患)の患者等を診断した場合

:一

者情報、病原体情報の解析
万 感 梁 症情 報 セ 〕

・都道府県内等の

都  道  府  県  庁

情
報

の
提
供

及
び

公
開

耐
け
朧
＝
断
□

回中①:保健所を設置する市又は特別区が存在する場合
図中②:都道府県カマ直接保健所を設置している場合

2.



(参考)

病原体サーベイランスについて

患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を分離・

同定し、病原体の動向を監視するもの。感染症発生動向調査事業 (予算事業)として実
施。

O全数把握の疾病 (結核など)

・医師から患者発生届出を受けた保健所は、必要に応じて、病原体検査のため
の検体及び病原体情報について地方衛生研究所への提供依頼を行う。

・診断した医師は、協力可能な範囲において地方衛生研究所に検体を送付する。

O定点把握の疾病
・都道府県は、病原体の分離等の検査情報を収集するため、患者定点として選定
された医療機関の中から病原体定点を選定する。

日選定された医療機関は、検体を採取し地方衛生研究所に送付する。

※地方衛生研究所は、患者が一類感染症と診断されている場合、都道府県域を
超えて集団発生があった場合等は、検体を国立感染症研究所に送付する



感染症チーバイランスシスカ郷NESID)概要

都道府県・政令市
地方感染症情報センター

地方衛生研究所
一般国民

・WISH
厚生労働行政総合情報システム。厚生労働省、国立感染症研究所、地方自治体本庁、保健所等との間で各種情報処理を行うため
の情報システム。

・LGWAN
地方自治体のLANを相互接続した広域ネットワーク。霞が関WAN(各省庁のレWを結ぶ省庁間ネットワーク)も接続されている。

保健所における結核登録者の管理、患者の治療支援に麟要な
情報を管理し、保健所の結核文J策を支援するとともに、結核の
流行状況の把握や文1策評価に必要な情報を国に報告し、国や自
治体で共有することにより結核対策を推進するためのシステム。

○結核登録者管碑

○月報作成

○接触者管理

〇年報作成

層黎甕フLバイえ万尋ηけ%の″ rJ勧劾賜どノ

医療機関から保健所へ届出のあつた感染症情報について、保健所から都
道府県庁、感染症研究所、厚生労働本省を結ぶ本システムを活用して迅速
に収集し、専PS家による解析を行い、国民、医療関係者等へ還元 (提 供
公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様
な感染症の発生・拡大を防止する。

Ω全数把握コ量医憂団磨こ壺元     O定 点把握対象疾病 (週報)報告 還元

O定点把握対象疾病 (月報)報告 還元 Oインフルエンザ関連死亡者数報告 還元

O厚生労働省指定疾病等報告 遺元   O動物の感染症報告 還元

O自治体電対象疾病報告 還元               .

ク
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HOM菫  1 結核の統き十 : 疫字幅幸1センターからの篠報 1 結核サーベイランス : 救学嫡奈よセンターについて

結核登録者情報システム

結核研究所疫学情報センター

大森正子

痰学ぎ禅卓漸秦センター

T類 (7種 )

三類(5種 )

四類(41種 )

五類(42種 )

感染症システム内にはあるが、

独立した大きなシステム

薇学J盲轟酢センター

感染症サーベイランスシステム(NESIDり、2007年 4月 より

(1)感染症発生動向調査サブー
システム

(2)感染症疑い症例情報報
告システム

(3)結核登録者情報システム

(4)病原体検出情報システム

(5)感染症流行予測調査シス

テム

(6)症状群別サーベイランス

システム

彙National Epidemiolo9'cal Sun′ eillance ofinfectious Disease

ζ

ム一丁
・ス
一

シ
・

核結



(I●

`叉
は摯名押師のこと,

痛 菫 13 3■療●``姜経應・●●ゃヽ
〉

"に
瞑  2'そ の健Ot橋 (       )

(0■軍は 3■糧路

` 
職定 権寇 ,

1 黒漱麟 飛濠●■ (感染露0撮燎 'tヨ :

)

2 モ●他 (                  )

0`螢 地鷲 ( 磁t・ R定 )
1 0本 回内 (  椰遺ヽ栞   市電町樹,

2 日外 (        ロ

,IB地■             ,

”

症

　

伏

tF  ・ たル  ・発3  ・ 隧書

,霰区苺

その他
` )

なし

‐２
　

静

晰

方

燿

奎絆 摯■に よ うお 原体の悽出

ま

`:喀
鮮 そのに く           ,

分職 ¬定l_よ る病原||め 檬

“
建

``74褒

‐そ0饉
`           '崚

"●
嘔■によるnttfl遺

=子
の凄ユ

●丼 :733 そのに 4           ,
蘇覇機烹|=お ,ナ る特瞑|1薔更0議認

事● :て                 ,
■見■                 )

ツベルクリン長t'ま
で発テ・ 層厳・ 本鋼 事え,

リンバ球の鮨特,重白コ罐に.‐ る飲エイン

'一フェロンアド麟 (OFT尋 )

薇●●賣にぉける所見●確露

(                    )
そ●泄●方ま 〈               )
織

``                  ,お
'(                 '蘊

=決
定

(                   ,

1● (01il顧黒痣0すん工0妨■■0当顔オ●鼠積の

ために層饉

"必
要と認めるキ重

13コ 0■月日        平2  年  月
14護断 (検葉 (X,1年月口  平■  ■  月

'5`奎
したと性だされる年月日T鷲  年  ■

16発責年月n(▲ ,     事減  ■  月
1,え0■月0(′ ,      ■曖  年  月
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Local Database
(LDB)
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登録

管理
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CSV

`
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結核登録者情報システムの特徴

★感染症サーヘ
゛
イランスシステムの中で独立した存在

★感染症システムが発生に関する情報のみを入力
するのに対し、結核システムは治療中口治療終了後
の情報も入力 (登録除外までのモニタリンク

・システム)

★各種機能が充実 (転出者データ自動転送、自由
項目設定、クイック検索・詳細検索、帳票出力、自動
コホート判定、コホート検討会資料出力、月報・年報統
計表出力、オフ

・
ションとして接触者健診管理システム)

★全データ、検索データのCSV(Excelに変換)出 力

最
―

墨相 鋤

1  腑 艶 期壼   ¬

転入薔緯

時 理

屁止管理

「        データ観薔       1

1

マスタデータ変換

‐     データベース最遺 1ヒ    ~

接結

I EEI勲 ヽ 1

7



整理番号

氏名 (漢 字)

氏名 (カ ナ)

登録時期

:結 核花子

:20081397000001

ンウカク
'ヽ

チ」

将而扇月12日 」 き 登録時年齢 ( 72歳  2か月 )

豊録処理区分 iメ    」
性レ女    」

生年月日 押召和10年 3月 3日

自由|:担当区/者 |       」

可番目の履歴です。

までの状況(2) 病1大 (l) 治療(1) 治療(2) コふこ|“ )

菌校体採取時期 1平 成19年 5月 ‖日 」

塗休検査結果 |1陽 性     」

塗休菌量 |I GI      」

培養検査結果 |1陽性     」

同定検査結果 |1結核     」

感受性検査結果 (肺 あるいは肺外で培養陽性の場合)

菌検体採取時期
1平 成 19年 5月 11日    」

INH'感受性 菫   [8澪 燕受性

'コRFP卜 感受性 J その他 :    」

S‖ 鰤豪性三コ
感受性検査結果コー ド5 HRS[す べてに感受性

=ヌ

IEI 
履 歴

一
覧  登 録 者

一
覧   終 了

結核システムのデータ構造

履歴情報

目||||||■|

治療開始～登録除外

菌・X線口薬剤・受療状況等記録

個人識別口患者背景 終了・除外 .1コホニト

一目

4

疲学ま車暑装センター
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1 増田臣

| :主辞

吏1晏 1 支援3 支援T

E凛機関名

き肇塁   連繁守華期間 PFA織 使用場F・7 [‖H硼 澄月   肝PO慶馬 |こか月起浩専  浩療随籍

現 在 :薄薔フリニ 3日 ,Hlイ ,齢 .ゼ :増薔tL 」 112● 日 =率 騒■覇躍懲整:]T百百
=百「

T■
=壽

担二 ■■■目嘔■■■EI

」，コ」l

量縁者情報出力  隔 ホート印
=1   

画面印日   韓   車   申   申

結核システム 項 目、コード ー覧

01接客案等  02看護師,保健師  03医師  04その他医療職  05教員.保育± 06小中学生等学童
07高校生以上の生徒学生等  08そ の他常用勤労者  09その他の臨時雇 .日 雇
10その他自営業 自由業  11家 事従事者  12乳幼児  13無職 ,その他  :4不明

白 :入力不要 緑 :要入力 グレー:条件付入力

0 0 コホート観察
1治億   2完 了  3完 了*  4死 亡   5失 敗
912か月を越える治療1  1012か 月を越える治療2
13判 定不能3  14判 定不能4  15判 定不能5

6脱落1  7脱 落2  1転 出
判定不能1  12判 定不能2
16臓外   17潜 在性結核感染症

11



喀痰塗抹陽性初回治療者 の 治療成績、2007年新登録

20% 40% 60% 100%

総数

年齢 (歳 )

0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

○ 日本の公式な結核統計 (罹患率等 )、 WHOヘ
も年報情報から報告している

ただし、結核死亡率は人口動態統計が公式統計

○ 各自治体も年報を公式統計としている

△ 情報の信頼性が高いものは対策の根拠となる

年齢、外国人、公費負担区分、登録削除理由

△ 結核対策・評価に期待される(ただし要精度向上)

コホート法による治療成績、薬剤耐性のモニタリング

10

0%

□治療成功
□脱落

□判定不能

□死 亡

□転 出

■治療失敗
□12か 月超治療

疫亀情善センター

年報情報の使用と活用

46 513卜 ||| 15

1466 61

64 4 10■

64 3「 71 14

59 5 61 14

54 4 41

51 412

41          卜11■111,22 6 16
・一
一
●
」一
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一
一
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●

31 16 16



年報情報の精度向上への取り組み

2007年 HIV陽性者の確認

2008年 HIV陽性者、O歳0か月児の確認

2009年 上記に加え100歳以上、矛盾する職業・治療薬
確認.事務連絡にて菌情報入力留意点を指導

技術支援:研修・疫学情報センターホームヘ?―プを通し、

Q&A・使い方、活用方法を指導し、資料を提供

普及啓発:結核・公衆衛生関係の論文「機関誌を通して
サニヘ・イランス情報の精度管理の重要性を訴え

研究会:疫学・臨床・保健所関係者と精度向上策も含め
たシステム更新案を検討し結核感染症課に報告

培養・薬剤感受性結果把握率が向上

夫2009年は概数  肺結核中    培養陽性中

培養結果把握率  感受性結果把握率

2007`年     64%           42%

2008`年     63%           46%

2009年・      75% 63%

MDR   INII耐 性  何 らか に耐性

2007年     1.2%    6.20/o    15.0%

2008年     1.1%    4.90/0    12.7%

2009毎二*   0.80/o    5.00/o    13.0%
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結核登録者情報システムの主な入力項目と入力率

データは2008年年報より

項  目 数
左記のうち、

必須項目数

国までの情幸反 174 39

保健所までの情報 142 4

器 項     目 必須 対象数 入力率 備 考

1 都道府県コード 自動 29,592 1000/0

保健所コード 自動: 29′ 592 1000/o

3 保XPJ7支所コード 自動 29′592 1000/0

4 整理番号 29′ 592 1000/0

Ｃ
Ｊ 登録処理区分 0 29′592 1000/0

6 登録状況 自動 29′ 592 1000/0

7 氏名漢字 O 保健所限りの情報

8 氏名カナ O 保健所限りの情報

9 性 0 29′ 592 1000/O

10 生年月日 O 保健所限りの情報

登録年月日 O 29,592 1000/0

12 登録時年齢 (歳) 自動 29′592 1000/0

登録時 (月 ) 自動 29,592 1000/0

15 市町村コード O 29′592 1000/●

16 国籍 0 29′592 97●/0

17 国名 1′ 202 970/0

18 職業区分 O 29′ 592 970/0

19 ホームレス経験 29′ 592 47%

20 転入の有無 1′638 100%

22 転入年月日 1,638 1000/0

23 届出医療機関 O 保健所限りの情報

24 治療区分 0 29,592 1000/o

26 前回治療開始年 1,836 930/0

27 前回治療内容 1,836 680/O

29 患者発見方法 0 29′592 990/0

30 発見時呼吸器症状の有無 0 19′ 393 990/O

33 診断日 29′ 592 940/0

34 治療開始日 O 29′ 592 980/o

35 発病～初診期間 14′400 620/0

36 初診～診断期間 14,400 93%

37 発病～診断期間 14,400 630/0

12



番号 頂 目 必須 対象数 入力率 備 考

44 BCG接種歴 1′099 920/0

45 情報年月日 O 29′ 592 1000/O

46 情報時期年齢 29′ 592 100%

4フ 情報時年齢からの月数 29′592 1000/0

48 月市結核 ○ 29,592 1000/0

49 気管支結核 0 29′592 1000/O

50 喉頭結核 0 29′592 100%

粟粒結核 ○ 29′592 1000/0

52 結核性胸膜炎 O 29′592 100%

結核性膿胸 0 29′592 100%

54 肺門リンパ節結核 O 29,592 1000/0

他のリンパ節結核 O 29′592 1000/0

56 結核性髄膜炎 O 29′ 592 1000/O

57 腸結核 0 29′ 592 1000/0

58 脊椎結核 O 29′592 100%

59 骨・関節結核 0 29′592 100%

60 尿路結核 0 29′ 592 100%

61 性器結核 O 29′ 592 1000/O

62 皮膚結核 O 29′ 592 1000/O

63 眼結核 〇 29′ 592 100%

64 耳糸吉核 O 29′592 100%
‘
９ 腹膜炎結核 O 29,592 1000/0

66 心膜炎結核 O 29′ 592 1000/0

67 他の臓器結核 O 29′ 592 100%

68 合併症糖尿病 O 29′ 592 900/O

69 合併症 HlV陽性 O 29′ 592 560/0

X線撮影時期 29′ 592 910/0

73 学会分類性状 27′ 074 1000/O

74 学会分類広がり 27′ 074 1000/O

肺結核菌検体採取時期 19′820 990/0

塗抹結果 0 19,820 990/0

78 培養結果 0 19′820 970/0

79 同定結果 9′ 646 930/0

81 肺結核陽性検体種類 14′050 1000/o

84 肺外結核菌検出の有無 7′ 291 890/o

85 肺外結核菌検体種類 2,462 1000/0

86 感受性検査検体採取時期 9,646 480/0

92 感受性検査結果 9′ 646 46%

93 治療の要否 0 29′ 592 1000/0

94 受療状況 29′592 1000/0

95 総合患者分類コード 29′592 1000/●

96 INH 29,592 1000/0

13



番号 項 目 酸 対象数 入力率 備 考

97 RFP 29′592 100%

98 PZA 29′592 100%

99 SM 29′592 100%

100 EB 29′ 592 1000/O

107 化療内容コード 29′ 592 960/0

109 保険の種類 0 29′592 980/0

1■0 公費負担区分 O 29′592 1000/0

112 公貴負担承認時期 26′582 1000/0

114 公買負担承認期間 26′582 1000/o

119 医療機関種類 O 29′592 1000/0

122 入院期間 13,364 770/0

123 治療終了時期 27,523 790/0

124 治療終了理由 27,523 790/0

125 治療期間 27,523 79%

126 登録除外時期 31,960 100%

127 登録除外理由 31′960 100%

128 死亡時期 6′266 1000/0

■29 死亡までの期間 6′266 100%

131 コホート1月 目塗抹 19′820 510/0

132 コホート1月 目培養 19′820 490/0

141 コホー ト1月 目DOTS 19′820 15%

311 最長連続治療中断期間 19′820 870/0

312 PZA使用期間 9′713 980/O

313 INHの使用有無 13,152 1000/0

314 REPの使用有無 13,138 100%

315 19,820 1000/0

自動
|

19,820 1000/0

(■



, 自治体アンケー ト結果 (抜粋 )

「 第一.原因の究明、二、発生動向調査」について (速報値 )

3.サーベイランス委員会の設置状況  返答 自治体数 :107
ｒ
υ

７
′

Ｏ
ι

う
０

|うちt‐ 頻度
‐

■|
‐■ |:|:11‐ ■ ‐|:11111‐ ||||‐  ‐● :|||=|・ ‐

う
０

′
υ

う
０

10

うち、外部委員有
つ
０

ｒ
０

病院 | 7

ｒ
υ

7

2

1

6

そ の他の団体 2

サーベイランス委員会などの形式で検討 している自治体が 107自 治体中 32自 治体で

あつた。その開催頻度は年一回が 16箇所で最も多かつた。サーベイランス委員会で

は開催自治体職員以外が参加 しているところが 31自治体であり参加者としては医師

が多い (医師会、病院、大学、結核研究所、結核指定医療機関、公衆衛生専門など)が、

他 自治体、学識経験者+団体代表+行政機関職員なども見られている。サーベイランス

委員会がない自治体で、保健所単位でサーベイランス委員会を開いているところは 4

箇所で当該自治体職員以外が入っているところは 1箇所であつた。

5-1.結 核発生動向調査の質の評価 を実施 しているかどうか

自治体で発生動向調査の質の評価を行なっているところは 107自 治体中 21自治体

あつた。行なっているところでの内容は表 5-2の とおりであつた。

N0 ＾
υ

Ｏ
Ｏ

YES ０
４

ノ、,一



5-2.発 生動向調査の質の評価を実施 している場合の内容

6-1.発 生動向調査の質を確保するための研修の実施の有無

発生動向調査の質の確保のための研修を行なつている自治体は 107自治体中17で、

その内容は表6-2の とおりであつた。

6-2.発 生動向調査の質を確保するための研修を実施 している場合、その内容

年 1回、サーベイランス委員会で検討・評価を実施。 (4件 )

年に数回、結核サーベイランスの入力確認を実施。 (1件 )

コホー ト会議を定期的に開催 し、入力漏れ、菌検査の結果確認等を実施。(5件 )

診査会終了後、ビジブル、申請書、届出票等確認しながら、情報入力の漏れない

ようにしている。活動性不明、受療状況不明、不活動性者リストを確認し、入力

率を向上させている。(1件 )

診断か ら届出までに要 した日数、入力漏れがないかの確認等を実施。(2件 )

結核登録者情報システムのコホー ト判定における「情報不明」「判定不能」割合を

経年的に把握 し、評価 している。(1件 )

結核管理図に基づ く結核発生動向の検討 (1件 )

事例検討を行い、悪質な事例に対 しては文書指導を行 う。(1件 )

公衆衛生専門の医師による評価 (1件 )

年報報告時、コホ=卜検討会資料作成時にキーパーソンがチェック (1件 )

患者を担当している各保健師に対 して、報告内容の確認を行つている。(1件 )

各保健所において、随時確認・入力を行い、その後本庁にて再度確認作業をして

いる。 (可 件 )

90
「
′

結核研究所の結核行政担当者等短期研修等を受講し、修了後、他保健所結核担当

者へ伝達研修を実施。(3件)    、

結核研究所の専門家に講師を依頼 し「結核登録者情報システムの精度管理」の研

修を行なっている。

東京都の開催する感染症サーベイランス研修受講。(1件 )

感染症情報センター主催研修を年6回程度開催 (1件 )

年に 1回結核指定医療機関等研修会を実施 (2件 )

各保健所の結核担当者を対象とした結核担当者会議 (3件 )

コホー ト検討会の中で、記入漏れなどについてチェックしている。(1件 )

/6



集合研修及び事例検討の際、発生届出時のチェックポイン ト及び結核登録者情報

システムの入力・活用について啓発 (1件 )

面接等を利用 して入力の徹底を促す。(1件 )

結核管理図に基づ く結核発生動向の検討 (1件 )

|ロ



病原体サーベイランスの現状

病原体サTベイランスの必要性

□ 薬剤耐性の現状把握

□標準治療法の設定のための情報

口耐性の予防及び研究

口公衆衛生上の意識の克進

薬剤耐性状況の推移の把握

■結核対策の正否の評価

□新薬開発への情報提供

分子疫学調査

日未解明感染ルートの発見

□

r8

□



結核菌薬剤耐
日本国内の現状

性サーベイランスの方法

眩鱚爾III1111111■■■11■IIIt卜I=:I111,1111111■|'IIIII■11■‐|■,■11=il:麟

"湯

締華

□耐性状況の推移
口病院・検査センター等による耐性データの集積と解析
口結核登録者情報システム

□耐性状況の正確性
日間欠的病原体サーベイ(結核菌収集による中央検査方
式・結核療法研究協議会調査 )

□前提条件として、地域・年齢・性別等が結核罹患集
団を反映していること、薬剤感受性検査の精度が
保証されていること、等が挙げられる。

INH  RFP  SM  EB  MDR

■未治療 漂既治療

日本全国の主要な結核診療施設(12施設)か

ら、データを収集し、解析したもの。代表性が

保証されていないのが問題であるが、継続的
モニタリングは可能。

INH  RFP   SM   EB  MDR

■未治療 職既治療

検査精度は保証されているが、間欠的サ=
ベイであり、リアルタイムでないためモニタリ
ングの手法としては効果が限定的である。

主要な結核診療施設へのアンケート調査&
結核療法研究協議会第14回全国耐性結核菌調査
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難性によるバイアス
の可能性が高い。
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薬剤感受性検査精度外部評価

□日本結核病学会抗酸

菌検査法検討委員会
にて26o3年より毎年

薬剤感受性検査精度
管理を実施している。

□世界保健機関の合格
基準を適用すると、全
体の50～70%しか基

2004

2005

2006

2007

2008

2009

外部精度評価の基準達成率

1°°
(%)

準を達成しない。

入θ



各国の病原体サーベイランス体制

遺伝子タイピング 薬剤耐性

オランダ ◎ (国立公衆衛生環境研究所が実施 )

ノルウェー ◎ (国立公衆衛生研究所が実施)

イギリス
○(全国規模展開中)

地域リファレンスラボ
◎地域リファレンスラボ

アメリカ
○ (全国規模展開中)

全国2カ所で実施
なし

ドイツ
△ (今後、実施計画 )

予備調査済み

◎ (制度として確立 )

医療機関が実施

保健所に報告義務

外部精度管理義務

漑  |

□

まとめ

薬剤耐性に関して、モニタリングを主体とすれば耐性精
度が確保されず、耐性精度を希求すると適時性が確保
できない。

感染症法の影響で多剤耐性結核菌の保管と輸送が困

難であることが療研耐性データに影響している可能性
が高い。

先進国では、分子疫学調査を含めて病原体サーベイラ
ンス体制が整備されつつある。

精度保証を前提とした継続的モニタリングのためのシ
ステムを構築するべきであり、何らかの「異常」が検知
された際に緊急サーベイを実施する体制も必要である。
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臨床情報と病原体・その流れ

臨床情報無
病原体無

病原体サーベイランス A案

精度保証
薬剤感受性検査
VNttR等

データベース´

結核登録者情報システム?

22
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病原体サーベイランス B案
Public Heatth Laboratoryの 考え方の導入

精度保証
薬剤感受性検査
VNttR等

検体
(病原体)

(塗抹・培養のみ)患 者情報

Genotyping

臨床情報管理、病原体の分離、Genotypingを含む検査、保管の一元化が可能。

23



結核研究所 菌バ ンクの機能について

1.全国レベルでの菌株 "菌情報の安全管理

それぞれの結核菌の分子疫学的あるいは生化学的プロフィールを明確にすること

により、感染の伝搬に関する情報を全国レベルで管理することが可能となる。具体的

には個々の菌株についてRFLP等 による遺伝子タイピングを実施し、薬剤感受性情報、

感染力 (毒力)情報、臨床情報等を付けて保管することにより、個々の菌株の特徴が

明確となる。こ.れ らの情報を集中管理することによりt万一生物テロや集団発生等の

事態が出来しても、迅速かつ適切に対策のための情報を提供できる。

さらに、高度な管理機能を持つ施設において菌株の受領から保管、分与まで一括集中

管理し、人の出入り等もモニター監視することにより、生物テロや事故の可能性を最

小限とし、安全性を高めることが可能となる。               :

2.将来の新技術開発に備えた試料保存

現在十分な感度、
1精

度で測定しえない結核菌の生物学的特性や、新たな診断技術の

評価を将来において実施するため、臨床的・生物学的情報を備えた試料 (菌株)の保

存管理は重要である。この点は世界保健機関 (WHO)も 必要性を強調している (参照

HP:http://www.who.int/tdr/diseases/tb/specimen_htm)。 具体的には、新しい耐性

機構の解明、易感染菌等の毒力の解析、外国人結核患者の影響の解析等が考えられる。

3.薬剤耐性動向の調査

全国から収集した菌株から得られる薬剤感受性情報を使用すれば、現在 5年に一回

実施されている薬剤耐性動向調査 (療研)に代えることが可能であり、感染防止や適

正医療等の結核対策の成果の評価を毎年定常的に実施できる。ひいては不適切な医

療・管理を評価し、多剤耐性結核を予防するためにも有用である。

4.抗酸菌検査の精度保証

全国レベルで抗酸菌を収集することにより、薬剤感受性や菌種同定等の抗酸菌検査

の外部精度評価にも応用可能である。また、定点観測的に利用すれば地域での中心と

なる検査室の精度保証にも有用である。さらに、外部精度評価に使用する標準株を管

理している。                  ｀

5.抗酸菌のレフアレンス検査
｀
菌種同定や薬剤感受性検査の実施が困難な抗酸菌株について、National Reference

Laboratoryと してレファレンス検査を実施している。また、世界保健機関の

Supra一National Reference Laboratoryと して発展途上国での有病率調査や薬剤耐性

調査にて分離された結核菌を輸入し、精度保証を行つている。

ユ争
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「結核に関する特定感染症予防指針 (抜粋)



指針|1基づく
‐■施策||■ |

3 学校、社会福祉施設等の従事者に対
する健康診断が義務付けられている施設
のみならず、学習塾等の集団感染を防止
する要請の高い事業所の従事者に対して
も、有症状時の早期受療の勧奨及び必要
に応じた定期の健康診断の実施等の施設
内感染対策を講ずるよう地方公共団体が
周知等を行うこととする。また、精神科
病院を始めとする病院、老人保健施設等
(以下「病院等」という。)の 医学的管理
下にある施設に収容されている者に対し
ても、施設の管理者は必要に応じた健康
診断を実施することが適当である。

○各種学校等
で実施する定
期健康診断
【政令】

☆定期健康診断の対象であ
る集団感染を防止する要請
の高い事業所の従事者 (デ
ンジャーグループ)につい
て、最近の集団発生事例 を
踏まえ、効果を評価 し、範
囲を見直すことが必要か。
<資料②t ⑨ >

4 基本指針に則 して都道府県が策定す
る予防計画の中に、市町村の意見を踏ま
え、 り患率等の地域の実情に応 じ、定期
の健康診断の対象者について定めること
が重要である。市町村が定期の健康診断
の対象者を定める際には、患者発見率
O・ ○二から〇・〇四パーセントをその
基準として参酌することを勧奨する。

○市町村が特
に必要と認め
る者に対する
健康診断 【政
令】

☆市町村が定期の健康診断
の対象者を定める際の参酌
基準 (患者発見率O・ ○二
から〇・〇四パーセント)

について、近年の知見を踏
まえ見直しが必要か。
<資料⑤、③>

5 市町村は、医療を受けていないじん
肺患者等に対 しては、結核発症の リスク
に関する普及啓発とともに、健康診断の
受診の勧奨に努めるべきである。

☆低蔓延状態に向けて、
「有症状時の早期受診」が
より重要となることか ら
「症状の出現、増悪に際 し
て早期受診」を加えること
が必要か。

6 結核の高まん延地域を管轄する市町
村は、その実情に即 して当該地域におい
て結核の発症率が高い住民層 (夕1えば、住
所不定者、職場での健康管理が十分とは
いえない労働者、海外の高まん延地域か
らの入国者等が想定される。)に対する定
期の健康診断その他の結核対策を総合的
に講ずる必要がある。

O市町オ寸がキ寺
に必要と認め
る者に対する
健康診断 【政
令】

☆施策の重点化のため、リ
スクグループに焦点を当て
た対策の一層の強化を目的
として、リスクグループの
うち、住所不定者・社会経
済的弱者、新入国者などに
ついて、対象とすべき具体
的な集団の範囲 (定義)を
整理し、必要とされる対策
を示すことが必要か。
<資料②、⑥>

え
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7 外国人の結核患者の発生が多い地域
においては、保健所等の窓口に我が国の
結核対策を外国語で説明したバンフレッ
トを備えておく等の取組を行うことが重
要である。また、地域における外国人の
結核の発生動向に照らし、市町村が特に
必要と認める場合には、外国人に対する
定期の健康診断の体制に特別の配慮が必
要である。その際、人権の保護には十分
に配慮すべきである。

人
業

国
事

外
談

日
相

在
療

Ｏ
医

【結核研究所
国庫補助事
業】

☆外国人への対策につい
て、全国的に行 うことが必
要か。また、治療への理解
を促す積極的な対策とし
て、都道府県が実際に行 つ
ている事業を踏まえ、バン
フレットを備えてお く以外
に有効な対策を示すことが
必要か。 (例 えば、都道府
県単位で通訳サー ビス等の

環境 を整えること等。)

<資料②、⑥>
☆外国籍ではあるものの国
内居住歴の長い者をハイリ
スクととらえることは必要
か。高まん延国の滞在歴を
リスクと捉える考え方か
ら、「外国人」 (国籍)で
はなく、「高まん延国の出
身者」または「居住歴があ
る者」とすることが考えら
れるか。

8 健康診断の手法 として、寝たきりや
胸郭の変形等の事情によって胸部エック
ス線検査による診断が困難な場合、過去
の結核病巣の存在により現時点での結核
の活動性評価が困難な場合等において

は、積極的に喀痰
かくたん

検査 (特に塗抹陽
性の有無の精査)を活用することが望まし
い 。

☆健康診断において、胸部
エックス線検査による診断
が困難な場合等、喀痰検査
を積極的に行 うことは必要
か。 (有症状の有無等、間
診により、必要な時に喀痰
検査 を実施することでよい
か。 )

さ



結核の現状
(結核サーベイランスより)

結核研究所 疫学情報センタ下 提供

結核罹患率の推移、1962～ 2008年
人口10万対率

全結核

★ 結核緊急事態宣言:1999

*罹患者定義の変更

★

↓

＊

・■
▼

ヽ
、

、
、

塗抹陽性肺結核 喀痰塗抹躍性肺結核

Nい ∞ "0い 0‐ 00Nゆ あ r● ト
00‐ ト ト ト ∞ ∞ ∞ ∞ ‐ ‐ ‐ o● 0

年

4

1000

100

10



裁 辞

「_ ¬24

囲 125-1● 2

Ml● 3‐ 190

日 lm 227

■ ■ 228-

(人口10万人対)2008年

○ 赫

●北刷市

● 福岡市
〆

ノ

③ 静岡市

⑬ 潮市

人数

3,5∞

3p∞

2.500

20∞

1.500

1000

500

0

人数

2.5∞

2.000

1,500

1,000

500

0

C)仙台市

睫勁さいたま市

⑬千葉市

川崎市

緩 市

J″
´

45- 50- 55-

年齢

0-  5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- フ5- 80- 85- 90+

年齢

"|

鰤

■ 男

回女

■男

圏 女



年齢階層別罹患率の将来予測、2010日2030

大森、他 :日 本の結核蔓延に関する将来予測.結核 83,365=377,2003_
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結核患者割合の推移、1987‐2008
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新登録結核患者にしめる外国人結核患者割合の
推移、性別‐特定年齢階層別、1998:2008年

割合(%)

30

-20-29
歳

-15・ 19

歳

+30-39
歳

-女

一 総数

― 男

98    99    00    01

割合:国籍不明日除く

００３

年

外国籍結核患者の年齢階層に占める割合、入国時
期別、2008年

35

30

25

20

15

10

5

0
罵    :  : :

: 
。 い 9

割合(%)

□5年以上

前入国/時

期不明

■最近5年
以内入国

:  !  1  1  :  1  ] +



出身国別外国人患者,2008(n=945)
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新登録者、年齢階層別職業割合、2008年
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看護師 (女 )の結核罹患率、相対危険度の推移,

1987‐2004
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結核罹患者中医療職の割合(%),2008
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結核に関する定期健康診断見直しの経緯

結核予防法

<対象者等>
O監 獄、少年院、婦人補導院、

社会福祉施設の従事者、入所者

(施設の長が実施 )

○ 学校、病院、診療所、助産所、

介護老人保健施設の従事者、生

徒、入所者等 (施設の長が実施 )

○ 上記の健康診断の対象者以

外の者 (市町村長が実施 )

<実施時期、回数>
Oフ歳に達する日の属する年度
に1回

013歳 に達する日の属する年

度に1回

016歳 に達する日の属する年

度に1回

○ 上記の時期の健康診断にお
いて結核によるものと考えられる

治癒所見が発見された者等は、
1フ歳及び18歳に達する日の属

する年度に2回 (概ね6ヶ月の間

隔を空けて実施 )

019歳 に達する日の属する年

度に1回

<改正の概要 >

患者発見率及び集

団感染の防止という

観点から、健診の必

要性・有効性を再評
価した。

・結核の事例がほと
んどないことから、少
年院、婦人補導院に

おける定期健康診
断を廃止。

・結核の感染率を勘

案し、社会福祉施設
の入所者は、65歳以
上の者を対象とする。

・二次感染のリスク

を勘案し、学校、病

院等の従事者を対
象とする。

・集団感染事例がみ

られることから、高校

等の生徒を対象とす
る。

・患者発見率を勘案
し、65歳以上の者を
対象とする。

O刑 事施設 (刑務所、拘置所 )に

収容されている20歳以上の者に対

して、毎年度1回の定期健診を行

う。(施設の長が実施 )

○ 社会福祉施設に入所している65

歳以上の者に対して、毎年度 1回
の定期健診を行う。(施設の長が

実施 )

○ 学校、病院、診療所、助産所、

介護老人保健施設及び特定の社

会福祉施設の従事者に対して、毎

年度 1回の定期健診を行う。(事業

所長が実施 )

○ 大学、高等学校、高等専門学校、

専修学校又は各種学校の生徒に

対して、入学した年度に1回 の定

期健診を行う。(学校長が実施 )

065歳 以上の者に対して、毎年度
1回の定期健診を行う。(市町村長
が実施 )

○ 市町村が特に必要と認める住

民層等に対し、市町村が定める回

数の定期健診を行う。(市町村長
が実施 )

′3



結核に関する定期健康診断の現状

(参考 )

肺がん検診については、「がん予防重点健

康教育及びがん検診実施のための指針につ

いて」(平成20年健発第0331058号 )において、
40歳以上の者を対象とすることとしており、さ

らに、『65歳以上を対象とするエックス線検査

は、「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律 (平成10年法律第114

号 )」 第53条の2第3項に規定する定期の健康

診断等において撮影された肺がん検診に適

格な胸部エックス線写真を用い読影するもの

とする。』としている。

●

―

労働安全衛生法

|○ 施設長は、刑事施設に収容されている20

歳以上の者に対して、毎年度1回の定期健
診を行う。

○ 施設長は、社会福祉施設に入所している
65歳以上の者に対して、毎年度1回の定期
健診を行う。

○ 事業者は、学校、病院、診療所、助産所、
介護老人保健施設及び特定の社会福祉施

1設の従事者に対して、毎年度1回の定期健
診を行う。

10学 校長は、大学、高等学校、高等専門学
校、専修学校又は各種学校の生徒に対して、
入学した年度に1回の定期健診を行う。

○ 市町村長は、65歳以上の者に対して、毎

年度 1回の定期健診を行うこととする。

O市 町村長は、市町村が特に必要と認め

る住民層等に対し、市町村が定める回数の

定期健診を行う。

0胸部エックス線検査の対象者 (平成22年4月 ～ )

(イ)40歳以上の者
(口 )40歳未満の者であっても、5歳毎の節目の年

齢にあたる20歳 、25歳 、30歳及び35歳の者

(ハ)40歳未満の者 (20歳 、25歳、3o歳及び35歳
の者を除く。)で、以下のいずれかに該当する者

一 学校 (専修学校及び各種学校を含み、幼稚園

を除く。)、 病院、診療所、助産所、介護老人保健

施設又は特定の社会福祉施設において業務に従

事する者
※ 感染症法施行令第12条第1項第1号に掲げ

る者
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管
理区分が管理―であるもの又は常時粉じん作業
に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作

業以外の作業に常時従事しているもののうち、じ

ん肺管理区分が管理二である労働者
※ じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲

げる者
三 その他、=又は二のいずれにも該当しないが、

医師が必要でないと認める者以外の者

学校保健安全法

O′Jヽ 学校、中学校全学年 (平成15年 4月 ～)

問診を踏まえ、学校医その他の担当の医師にお
いて必要と認める者であつて、結核に関し専門的知

識を有する者等の意見により、当該者の在学する

学校の設置者において必要と認めるものに対して

は、エックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な

検査を行うものとする。
O高 等学校・高等専門学校第一学年、大学第一学

年 (平成17年 4月 ～)

エックス線間接撮影によって病変の発見された者

及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病
のおそれがあると診断されている者に対してはエッ

クス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必要に

応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
O学 校の職員 (昭和51年 4月 ～ )

エックス線間接撮影によつて病変の発見された者

及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病
のおそれがあると診断されている者に対しては、
エックス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必

要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。



基安労発0125第 3号

平成 22年 1月 25日

都道府県労働局労働基準部

労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長

(契 印 省 略 ).

定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しについて

標記については、結核予防法の一部を改正する法律 (平成16年法律第133号)及び結核

予防法施行令の

「

部を改正する政令 (平成16年政令第303号)並びに「労働者に対する胸

部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」 (以下「懇談会」という。)等にお

ける専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則等の改正を行うとともに、平成22

年1月 25日 付け基発0125第 1号 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び労働安全衛

生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件等

の施行等について」 (以下「基発0125第 1号」という。)に より通達されたところである3

本見直しに関する事業者への周知、指導等においては、下記に留意されたい。

1 胸部エックス線検査の省略について

基発0125第 1号の第 3の 1において、「定期健康診断の項目の省略基準の適用に関し、

同基準の 「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあつては、呼吸

器疾患等に係る自党症状及び他覚症状、既往歴等を勘案 し、医師が総合的に判断する

ことをい う。 したがつて、胸部エックス線検査の省略については、年齢等により機械

的に決定されるものではないことに留意すること。」とされていることを踏まえ、胸部

エックス線検査の省略に関し医師が判断する際には、必要に応じて別添の懇談会の報

告書を参考とすること。

2 問診票の活用等について

胸部エックス線検査の省略に関し医師が判断する際の呼吸器疾患等に係る自党症状、

既往歴等の把握等については、事前に問診票を配付 し、回収することによる方法など

があること。

l'
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労働者に対する胸部エ ックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会報告書

(懇談会 にお ける検討結 果 )

1.中 における胸部エックス線検査について

1)胸部エックス線検査を実施すべき対象者

下記の (イ )～ (ハ)については、検討会報告書及び平成 19年度研究報告書において、

定期健康診断における胸部エックス線検査の必要性が十分示されており、省略すべきでない。

“

)40歳以上の者

(口 )40歳未満の者であっても、5歳毎の節日の年齢にあたる20歳、25歳、30歳及び35歳

の者

(ハ)40歳未満の者 (20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、以下のいずれ力ヽ こ該

当する者

一 学校 (専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、 病院、診療所、助産

所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者

※感染症法施行令第 12条第 1項第 1号に掲げる者

二 常時粉 じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理―であるもの又は常

時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉 じん作業以外の作業に常

時従事 しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者

※じん肺法第 8条第 1項第 1号又は第 3号に掲げる者

三 呼吸器疾患等に係る自覚症状若しくは他覚症状又はそれらの既往歴のある者

※上記についてはご定期健康診断の際に実施される項目である「既往歴及び業務

歴の調査Jや 「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」等により、医師が判断す

る必要がある。

2)胸部エックス線検査の実施を留意すべき対象者

下記については、一律には省略すべきでないとする対象集団を示す明確な知見は認められ

なかつたものの、委員会での結論を踏まえると、一般に結核の感染 リスクが高いと考えられ

ることから、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意すべき事項で

あると考える。

(イ ) 結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する場合等

(口 )結 核罹患率が高い地域における事業場での業務

(ハ)結 核罹患率が高い海外地域における滞在歴

(二) 長時間労働による睡眠不足等
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また、これらに該当しない者であっても、個別の既往歴の調査等で、特定の疾患 (糖尿病、

慢性腎不全等)の罹患や治療 (免疫抑制剤の使用)等により免疫力の低下が疑われる状況に

あることが把握され、結核の感染リスクが高いと考えられる場合などについては、医師が胸

部エックス線検査の省略にういて判断する際、特に留意すべきであると考える。

3)その他

40歳未満で自覚症状や他覚症状がない者については、肺がん、その他の肺疾患等 (慢性

閉塞性肺疾患、縦隔腫瘍、サルコイ ドーシス)ヽ 循環器疾患に関し、それぞれの疾患で特定

の集団の発症 リスクが高いとする疫学的知見は認められず、かつ、有病率も稀であることか

ら、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意する必要性は乏しいと

考える。

また、40歳未満で自覚症状や他覚症状がない者における、生活歴 (喫煙歴)、 就業形態、

受動喫煙に関し、それぞれの項目で結核の感染リスク等の危険性が高いとする調査結果は認

められなかったことから、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意

する必要性は乏しいと考える。

なお、特殊な業務における行政指導の健康診断で胸部エックス線検査が早期発見に有効な

呼吸器疾患の発症が疑われるものについては、既に胸部エックス線検査を規定しているもの

以外に胸部エックス線検査の必要性は認められないことから、医師が胸部エックス線検査の

省略の可否を判断する際、特に留意する必要性はない。

2.定期倒康診断以外の健繭錫断における胸部エックス線検査について

定期健康診断以外の健康診断における胸部エックス線検査等の必要性の有無については、検討会報告書

で一定の結論が得られていたが、本懇談会においても再度検討した

1)雇入時の健康診断 飾 則 第4彰釉

雇八時の健康診断における胸部エックス線検査は、、結核も含めて呼吸器疾患の診断、労働者の適正

配置および入職後の健康管理に有用であるため、現行どおり実施すべきである。

2)F―
―

の健康診断 (安衛則 第45条)

特定業務の中には、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務、

坑内における業務等もあることから、特定業務従事者の健康診断における胸部エックス線検

査は、現行 どおり実施すべきである。

3)海外派遣労働者の健康診断 (安衛則 第45条の2)   |
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海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の労働者の健康管理に資する観点から、

また、海外勤務を終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業上の配慮やその後の健康管理に資

する観点から、海外派遣労働者の健康診断における胸部エックス線検査は、現行どおり実施すべきで

ある。

4)結核健康診断 e瑠転則 第4640

結核予防法が改正された際に、結核発病のおそれがあると診断された者に対する6ヶ 月後

の胸部エックス線検査等の実施に係る規定が、医療機関への受診を前提として廃止されたた

め、安衛法においても、同趣旨の結核健康診断の規定を廃止すべきである。

上記に基づき、第 1回懇談会後に所定の手続きを経て、平成 21年 4月 1日 に結核健康診

断は廃止された。               ｀

5)じん肺法に基づくじん肺健康診断 (じん肺法第お籍鋤

じん肺法に基づくじん肺健康診断が 3年に 1回の実施となつている者 (常時粉 じん作業に

従事してお り、じん肺管理区分 1※ 1)の労働者や、常時粉 じん作業に従事したことがあり、

現在は粉 じん作業以外の作業に従事 しているじん肺管理区分 2※ 2)の労働者)については、

じん肺健康診断が実施されない 2年間については、安衛法に基づく定期健康診断における胸

部エックス線検査を受けることを前提として、じん肺法に基づく定期外健康診断 (じん肺又

はじん肺の合併症にかかっている疑いがあると診断された時等に速やかに実施。)が規定さ

れているため、安衛法における定期健康診断の際に胸部エックス線検査を実施すべきである。

注 )

※1)管 理区分 1

じん肺の所見がないと認められるもの

※2)管 理区分2

エックス線写真の像が第一型 (両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あ

り、かつ、大陰影がないと認められるもの。)で じん肺による著しい肺機能の障害が

ないと認められるもの

○懇談会の報告書における略語について

安衛法…労働安全衛生法

安衛則…労働安全衛生規則

感染症法施行令…感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

検討会…労働安全衛生法における胸部エ ックス線検査等のあり方検討会

平成19年度研究二労働安全衛生法に基づ く胸部エックス線検査の労働者の健康管理に対する

有効性等の評価に関する調査 。研究

委員会…胸部エックス線検査を実施すべき対象者の範囲に関する調査研究委員会

(8
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学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行について     ‐

(平成 17年 4月 1日  17文科ス第 14号文部科学省スポーツ。青少年局長通知)

このたび、別紙のとお り学校保健法施行規則 (以下「規則」とい う。)の一部を改正

する省令 (平成 17年 文部科学省令第 22号)が平成 17年 3月 31日 に公布 され、

同年 4月 1日 か ら施行 されま した。)概要は下記のとお りですので、事務処理に遺漏

のないようお願い します。また、都道府県教育委員会教育長におかれましては、域内

の市町村教育委員会に対 して、この旨を周知徹底 されますよう併せてお願い します。

記

1 高等学校、高等専門学校及び大学の生徒及び学生を対象 とする結核の健康診断の

実施時期について

現在、高等学校及び高等専門学校を対象とした結核の健康診断については、第 1

学年及び第 4学年以降の学年でX線間接撮影による検査を実施 し、第 1学年の検査

において結核によるもの と考えられる治癒所見の発見されたもの又は学校医その

他の担当の医師が結核発病のおそれがあると認めたものについては、第 2学年及び

第 3学年においても実施することとされています。

また、大学の学生については、全学年でX線間接撮影 を実施 しています。今回、

結核予防法の改正等 も踏まえ、高等学校、高等専門学校及び大学の生徒及び学生に

ついては、年間一定数の集団感染事例が発生 していること、また、BCGの 効果の

持続期間が 15年程度 とされてお り、高校生異常では、生徒が初発患者 となつてい

る事例が多いことなどか ら、第 1学年に限定して検診を行 うこととしたものです。

当該検診等によって、結核の罹患が疑われる生徒及び学生については、医療機関

における精密検査を受けるよう指示を徹底するとともに、その結果を受けて、必要

な措置を速やかにとるよ うにしてください。

なお、当該生徒及び学生については、必要な措置が とられていることを確認する

等、引き続 き健康管理に留意 してください。

2 職員の健康診断の見直 しについて

職員の健康診断について、従来、児童、生徒、学生及び幼児の健康診断と同様に

6月 30日 までに行 うとされていましたが、これを改め、学校の設置者が定める適

切な時期に行 うことができるものとしたものです。

ただ し、各学校の設置者においては、職員の健康診断の重要性にかんがみ、時期・

内容 ともに従来同様に実施 してください。

3 学校において予防すべき伝染病の見直 しについて

重症性呼吸器症候群 (病原体が SARSコ ロナ ウイルスであるものに限る。)及
び痘そ うが発生 した場合に、校長が出席停止の措置をとりうることを明確に規定す

る必要があることか ら、学校において予防すべき伝染病の第 1種伝染病にこれ らの

伝染病を加 えることとしま した。
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学校保健法施行規則の下部改正等について

(平成 15年 1月 17日  14文科ス第 371号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知)

このたび、別添のとお り、学校保健法施行規則の一部を改正する省令 (平成 15
年 1月 17日 文部科学省令第 1号)が制定され、平成 15年 4月 1日 から施行され

ることとなりま した。

また、これに伴い、「学校保健施行規則の一部を改正する省令の施行及び今後の

学校における健康診断の取扱にっいて」(平成 6年 12月 8日 付け文体学第 168号文

部省体育局長通知)別紙様式 1に定める児童生徒健康診断票の様式例 を改めること

としました。

今回の改正の概要及び留意事項等は下記のとお りですので、改正の 目的に照らし

健康診断の適正な実施を図 られるようお願い します。

また、都道府県教育委員会、指定都市教育委員会及び都道府県知事におかれては、

域内の市町村教育委員会、所轄又は所轄の学校及び学校法人に対 し、このことにつ

いて十分周知を図られるよう併せてお願い します。

記

第 1 学校保健法施行規則の一部改正について

1 改正の趣旨

最近の結核罹患状況の変化、結核に関す る医学的知見の集積等を踏まえ、小学校

及び中学校の定期健康診断における結核の有無の検査について、実施学年及び実施

方法等を改めるものであること。

2 改正の要点

児童生徒の健康診断における結核の有無の検査について次の点を改めたこと。

(1)検査の実施学年 (学校保健法施行規則第 4条第 3項 )

小学校及び中学校の全学年において検査を行 うものとしたこと。

(2)検査の方法及び技術的基準 (学校保健法施行規則第 5条第 5項及び 9項) 、

小学校及び中学校の全学年において行 う結核の有無の検査は、間診により行 う

ものとし、問診を踏まえて学校医等において必要 と認める者であつて、結核に関

し専門的知識を有する者等の意見により、当該者の在学する学校の設置者におい

て必要と認めるものに対 しては、エ ックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な

検査を行 うものとすること。

第 2 児童生徒健康診断票の様式例の改正について

学校保健法施行規則の一部改正に伴い、児童生徒健康診断票 (一般)における結

核の有無の検査の項 目の記入欄を改めるなど所要の改正を行ったこと。

第 3 結核の有無の検査を実施上の留意点について

1 結核の有無の検査をは じめとする、今後の学校における結核対策については、

為



結核の発生状況には大きな地域差があること、感染防止のために情報を収集し提

供することや患者発生時の速やかな対応を考える必要があること等から、地域保

健と連携し、結核対策を考えていく必要があること。

2 結核の有無の検査の実施に当たつては、プライバシーの保護に十分配慮する必

要があること。

3 結核の有無の検査の適切な実施の確保を図るため「定期健康診断における結核

健診マニュアル」を追つて送付すること。

担当 文部科学省スポーツ。青少年局学校健康教育課 (企画・健康教育係)

(別添 )

学校保健法施行規則の一部を改正する省令要綱

一 児童及び生徒の健康診断の項 目の うち結核の有無については、小学校及び中学校

の全学年において検査を行 うものとすること。 (第四条第二項関係 )

二 小学校及び中学校の全学年において行 う結核の有無の検査は、問診により行 うも

のとし、間診を踏まえて学校医等において必要 と認めるものであってく結核に関し

専門的知識を有する者等の意見により、当該者の在学する学校の設置者において必

要 と認めるものに対 しては、エックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な検査を

行 うものとす ること。 (第五条第五項関係 )

三 その他所用の規定の整備を行 うこと。

四 この省令は、平成十五年四月一 日から施行すること。

21



がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について (平成 20年 3月 31日
付け健発第0331058号 )一部抜粋

4 肺 が ん検診

(1)検 診項 目

肺 がん検 診 の検 診項 目は 、次 に掲 げ る間診 、胸 部 エ ックス線 検 査 及 び喀 痰

細 胞 診 と し、 喀 痰細 胞 診 は 、 間診 の結 果 、 医師 が必要 と認 め る者 に対 し行

うもの とす る 。
′

① 問診

間診に当た つては、喫煙歴、職歴及び血痰の有無を必ず聴取 し、かつ、過

去の検診の受診状況等を聴取するものとする。

② 胸部エックス線検査

ア 65歳未満 を対象とする胸部エックス線検査 |ょ 、肺がん検診に適格な胸部

エックス線写真を撮影 し、読影するものとする。

イ 65歳 以上 を対象 とする胸部エックス線検査は、「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律 (平 成 10年 法律第 114号 )」 第 53条 の 2

第 3項 に規定する定期の健康診断等において撮影 された_肺 がん検診に適格

な胸部エックス線写真を用い読影するものとする。

③  喀痰細胞診 (喀 痰採取の方法 )

ア 間診の結果、喀痰細胞診の対象 とされた者に対 し、喀痰採取容器 を配布

し、喀痰を採取するものとする。

イ 喀痰は、起床時の早朝痰 を原則 とし、最低 3日 の蓄痰又は 3日 の連続採

痰とする。

ウ 採取 した喀痰 (細 胞)は 、固定 した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡下

で観察するもの とする。

(2)胸 部エックス線写真の読影方法

胸部エックス線写真は、2名 以上の医師 (こ の うち 1名 は、十分な経験 を

有すること。)に よつて読影するものとし、その結果に応 じて、過去に撮影

した胸部エックス線写真 と比較読影することが望ましい。

(3)喀 痰細胞診の実施

① 検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す

る専門的検査機関において行うものとする。この場合において、医師及び

臨床検査技師は、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士で

あることが望ましい。

また、同一検体から作成された 2枚 以上のスライ ドは、2名 以上の技師に

よリスクリーニングするものとする。

② 専門的検査機関は、細胞診の結果について、速やかに検査を依頼 した者

に通知するものとする。

(4)結 果の通知
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検 診 の結 果 に つ い て は、間診 、胸部 エ ックス線写 真 の読 影の 結 果 及 び喀 痰

細 胞 診 の結 果 を総合 的 に判 断 して、精密 検 査 の必 要 性 の有無 を決 定 し、 受

診者 に 速 や か に通 知 す る もの とす る 。

(5)記 録 の整 備

検 診 の 記 録 は 、氏名 、年 齢 、住 所 、過 去 の検 診の 受 診 状況 、胸 部 エ ック ス

線写 真 の 読影 の 結 果 、喀 痰 細 胞 診の 結 果 及 び精 密検 査 の必要 性 の 有 無 等 を

記 録 す る もの とす る 。

ま た 、受診 指 導 の 記 録 を併 せ て整 理 す る ほか 、必 要 に応 じて 個 人 票 を作 成

し、 医 療 機 関 に お け る確 定 診 断 の結 果 及 び 治療 の状 況 等 を記 録 す る もの と

す る 。

さ らに 、精 密 検 査 の結 果 が ん と診 断 され た者 につ いて は、必 ず 個 人 票 を作

成 し、 組 織 型 、臨 床 病 期 及 び治 療 の 状 況 (切 除 の有 無 を含 む 。 )等 に つ い て

記録するものとする。

(6)事 業 評価

肺 が ん検 診 の 実 施 に 当た って は 、適 切 な 方法 及び精 度 管理 の 下 で実 施す る

こ とが 不 可 欠 で あ る ことか ら、 市 町 村 は 、報告 書 の 「肺 がん 検 診 の ため の

事 業 評 価 の た め の チ ェク リス ト (市 町 村 用 )」 を参考 とす るな ど して 、検 診

の実 施 状 況 を把 握 す る もの とす る。 そ の 上 で、保健 所 、地域 医師 会 及 び検

診 実 施 機 関等 関 係 者 と十分 協 議 を行 い、地 域に お け る実 施 体 制 の 整 備 に努

め る と ともに 、肺 が ん部 会 に お け る検 討 結 果 を踏 ま え 、 その 指 導 又 は助 言

に基 づ き 、検 診 実 施 機 関の 選 定 及 び実 施 方 法等 の改 善 を行 うもの とす る。

ま た 、都 道 府 県 は 、肺 が ん部 会 に お い て 、地域 が ん 登 録 を活 用 し、及び 報

告書 の 「 肺 が ん 検 診 の た め の事 業評 価 の た めの チ ェ ック リス ト(都 道 府 県

用 )」 を参 考 とす る な ど して 、が ん の罹 患 動 向、検 診 の 実施 方 法 及 び精 度 管

理 の 在 り方等 に つ い て専 門 的 な 見地 か ら検 討 を行 い 、市 町村 に対 す る技 術

的支 援 及 び検 診 実 施 機 関 に対 す る指 導 を行 うもの とす る。

な お 、肺 が ん 検 診 に お け る事 業 評価 の 基 本 的 な考 え方 につ い ては 、報告 書

を参 照 す る こ と。

(7)検 診 実 施 機 関

① 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で肺がん検診が円滑に実

施されるよう、報告書の「肺がん検診のための事業評価のためのチェック

リス ト(検 診実施機関用)」 を参考とするなどして、胸部エックス線検査及

び喀痰細胞診の精度管理に努めるものとする。

② 検診実施機関は、肺がんに関する正確な知識及び技能を有するものでな

ければならないものとする。

③ 検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把

握に努めなければならないものとする。
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④ 検診実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター等に依頼する場合は、

細胞診検査機関
‐
の細胞診専門医や細胞検査士等の人員や設備等を十分に把

握 し、適切 な機関を選 ばなければな らないものとする。

⑤ 胸部エックス線写真や喀痰細胞診に係る検体及び検診結果は、少な くと

も 3年 間保存 しなければならないものとする。

ただ し、65歳 以上を対象者 とする胸部エ ックス線写真については、結核

健診の実施者 において保存するもの とする。

⑥ 検診実施機関は、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は

助言に従い、実施方法等の改善に努めるものとする。

(8)そ の他

喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高 く、一次予防 としての喫煙等の指導

及び肺がんに関する正 しい知識等の啓発普及は極めて重要である。 このた     |
め、肺がん検診及び肺がん予防健康教育等の場を利用するとともに、必要

な者に対 しては、健康増進法 (平 成 14年 法律第 103号 )第 17条 第 1項 に基

づく喫煙者個別健康教育を実施 し、禁煙に関する指導を推進するもの とす

る。ま.た 、若年層に対 しても、積極的に禁煙及び防煙に関する指導並びに

肺がんに関す る正 しい知識等の啓発普及を図るなど、防煙・禁煙・分煙に

わたる総合的なたば こ対策の推進 を図るよ う努めるものとする。
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健康診断による患者発見について

年 区 分 総数
定 期 健 診 接 触 者 健 診

総数 事業者 学校長 施設の長 市町村長 総数 患者家族 その他

H.16

受信者数 (千 人 ) 23,035 22,709 8,647 3,680 601 9,781 326 84 242

発見患者数 (人 ) 1,844 1,085 273 123 109 580 759 354 405

患者発見率 0008% 000516 0003% 0.00311 0018% 0006% 0233% 0.421% 0.167%

H 17

受信者数 (千人) 13i390 13,158 3,408 2,504 599 6,647 232 70 162

発見患者数 (人 ) 1,894 1,247 157 79 479 532 647 323 324

患者発見率 0.014% 0009% 0005% 0003% 0080% 0.008% 0.279% 0461% 0200%

H 18

受信者数 (千人 ) 12,237 12,021 2,908 2,466 534 6,113 216 64 152

発見患者数 (人 ) 1,296 753 114 54 76 509 543 007 236

患者発見率 0011% 0.006% 0004% 0002% 0.014% 0.008% 0.251% 0.477% 01155%

H 19

受信者数 (千人 ) 12,167 11,983 3,042 2,211 552 6,178 184 61 123

発見患者数 (人 ) 1,456 688 146 53 85 404 768 321 447

患者発見率 0012% 0005% 0.005% 0002% 0015% 0.007% 0420% 0.526% 0363%

H.20

受信者数 (千人 ) 11,533 11,369 3,128 2,183 564 5,494 164 52 112

発見患者数 (人 ) 1,419 655 138 61 80 376 764 360 404

患者発見率 0012% 0006% 0004% 0.003% 0014% 0.007% 046496 0688% 0.360%

※受診者数は、胸部単純X線の直接撮影と間接撮影の合計。

※「施設の長」は、刑事施設(拘置所、刑務所)、 社会福祉施設(生活保護施設、養護老人ホ=ム、身体障害者更生施設、知的障害者授産施設等)の長

(平成19年まで 地域保健・老人保健事業報告 、平成20年～ 地域保健・健康増進事業報告)



自治体アンケー ト結果 (抜粋 )

「第二 発生の予防及び蔓延の防止、二、法五十三条の二の規定

に基づく定期の健康診断」について (速報値 )

7.定期の健康診断 (65歳 以上)   返答自治体数 :102 把握数 :97

:平1均|■ 251ハ ||センダ

イlレ ■|

受診率 (%) 25.2% 26.7% 11 3% 38 2% 01% 93 1%

患者発見率

(/10万人)

64

自治体ごとの患者発見率

0/10万 52

0-10/10万 29

0-20/10万 10

20/10万 以上 虔
υ

65歳以上の年齢層については、これ らに対する定期健康診断実施率は1007%か ら

93.1%(平均 267%、パーセンタイル 25-75が 11-38%)と かな リバラつきが見 られた。

患者発見率は 1箇所 47%(63人 中発見 3人 )と 実施人数が少な くきわめて発見率が高

いところがあつたが、そのほかは 10万あた り20以下が 91自治体、20以上が 6自 治

体であり、ほとんどの自治体で 10万 あた り 20=0.02%(65歳 以上で定期健診を行う基

準とした根拠)以下の発見率であつた。総数では、患者発見率は 10万 あた り 64、 で

65歳以上の肺結核患者が年間約 1万人 (2008年は 10451人)い るのに対 して、検診で

見つかつたのは (今回報告のあつた自治体では)251人にとどまつた。

8.全患者中:発病の危険の高い人の割合

全国| 125'ヽ 1最大

外国人 4 8% 4 3% 1.5% 5 9% 0 0% 31 9% ０
４

ｎ
υ

住所不定者 1 4% 1 5% 0 0% 1.4% 0 0% 26 7% 100

飯場 0 4% 0 5% 0 0% 0 0% 0 0% 9.7%
ｎ
υ

精神科病院 11% 1.4% 0.0% 1 7% 0 0% 9.0% う
４

ｎ
υ

老人保健施設 1.8% 2.2% 0_0% 3 2% 0 0% 29 411
ｎ
ｖ

じん肺患者 0.5% 0 7% 0 0% 0 8% 0 0% 9.0% う
０

ｎ
υ
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全患者中の発病の危険の高いグループの患者割合は、外国人 0%か ら 320/0(パーセ

ンタイル 25-75が 1.5-5.9%、 平均 4.3%)、 住所不定 0%か ら 27%(パーセンタイル

25-75が 0-14%、 平均 15%)、 飯場 0%か ら 9.7%(パーセンタイル 25-75が 00%、 平

均 0.5%)、 精神科病院 0%か ら9%(パーセ ンタイル 25-75が 0-1.7%、 平均 1_4%)、 老

人保健施設 0%か ら29%(パーセンタイル 25-75が 0-32%、 平均 2.2%)、 じん肺患者 0%
か ら9%(パーセンタイル 25-75が 0-08%、 平均 0:7%)であった。

9.発病の危険の高い人への検診結果

外国人 24 13272 ０
０

う
ι

０
４

老人保健施設、デイケア 20 9944 ｎ
υ

ｎ
υ

住所不定者
ｎ
υ

●
ι 2897 う

ι
Л
喘

Л
，

精神科病院 4 1387 0
ｎ
υ

生活保護対象者
り
０ 640 う

０
ｎ
υ

α
υ

”
牛

その他 8 1104 0
ｎ
υ

※患者発見率は、対 10万人の人数

発病の危険の高い住民層および、精神科病院をは じめとする病院、老人社会保健施

設に収容されているものへの健診については、外国人、日本語学校生は 24自治体で

行い受診者 13272人 で患者 28人発見、患者発見率 10万人当たり 211、 老人施設では

20自治体で行い受診者 9944人、患者 9人発見、患者発見率 10万人当た り 91、 住所

不定者では 29自 治体で行い、受診者 2897人 、患者 12人発見、患者発見率 10万人当

た り 414、 精神科病院は 4自 治体で行い受診者 1387人で患者 0人発見、生活保護では

3自 治体で行い受診者 640人で患者 3人発見、患者発見率 10万 あた り469で 、その他

では 8自 治体で行い受診者 1104人で患者 0人発見となつていた。

10-1.発 病の危険の高い人への啓発活動

実施自治1体数 ‐

外国人 5

老人保健施設、デイケア 32

住所不定者 8

精神科病院
公
υ

その他の医療機関
，

′

不明 (施設 ) 4

その他
，

′

27



発病の危険の高い者への有症状時受診の勧めなど啓蒙を行なっている自治体は 106

自治体中 38自 治体で、対象は老人施設が 32自 治体と多く、患者の多い外国人につい

ては 5自 治体、住所不定者 8自 治体 と、おそらく対象把握が困難なためと思われるが、

少な くなっている。

10-2.外 国人及び住所不定者への啓発内容

外国人|:||

入国後縫製工場での研修前に派遣会社の依頼により感染症予防の

講義を実施 (結核も含む )

外国人対象に実施 している結核健診の際、同時に健康相談会を実

施 している

乳児健診会場において、
「

英語・中国語・ハングル語・ タガログ語

の

訪問 して結核についての知識の伝達や健康教育

エックス線受診勧奨ポスターを掲示

生活支援、服薬支援、他制度案内
一一・．̈一一一一一一一一一一一．一一一一一・一一．一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一^

1住 FJF否‐
=煮

|

訪問して結核 にういての知識の伝達や健康教育

日雇い労働者の受け入れ企業への、健診勧奨等。

ホーム レス健康支援事業における巡回相談において、早期受診等

の啓発活動、生活支援、月風薬支援、他制度案内

NPO団 体や和歌山市の生活支援課と情報交換をするなかで、啓

発 し協力を得ている。

衛生教育及び資料配布 (当事者及び支援者対象 )

健康相談

結核の しおりの配布

1 発病すると他者への感染の危険の高いグループ

<各機関の健診実施率>

一錮
一

治体 ごと ―■■・ ■| ■返

175,、ilセンタ|

|||イル|||
■最大|‐・
:|111 11:■ ■ || |,

医療機関 52 6% 56 4% 36 9% 77.2% 0,7% 100 010 86

病院 71 4% 79 0% 68 7% 98.9% 12.9% 100 011 83

診療所 45 9% 53 3% 31.1% 75_0% 0 2% 100.0% Ｅ
Ｕ

０
０

社 会 福 祉 施

設 |

76 5% 78.311 69 2% 96.2% 12 8% 100.0% 95

学校 83 5% 84 3% 83_6% 99.9% 10.7% 100.0% 98

2よ



<健診受診率>

医療機関 87_5% 89 1% 90.2% 96 1% 11.7% 100 3% 81

病院 91.2% 91 3% 91.2% 96.5% 17.0% 101 6% 80

診療所 83.0% 85 7% 88 5% 96.5% 1 18% 106 311 80

社 会 福 祉 施

=ル訳

94 8% 91.5% 91 9% 97.8% 9 7% 100 0% ｎ
υ

Ｏ
Ｏ

学校 97.4% 92 1% 91 9% ，
′

ｎ
υ 7% 24 6% 100_0% 92

発病すると二次感染を起 こしやすい職業に従事する者についての検診受診率の自

治体 ごとの集計では、医療機関全体検診実施率は 1%か ら 100%(パーセンタイル

25-75で 37-77%、 平均 56%)、 病院全体の検診実施率は 13%か ら 100%(パーセンタイ

ル 25-75で 69-99%、 平均 79%)、 診療所全体の検診実施率は 0.2%か ら 100%(パ ーセ

ンタイル 25-75で 31-75%、 平均 53%)、 社会福祉施設全体の検診実施率は 13%か ら

100%(パーセンタイル 2575で 69-96%、 平均 78%)、 学校全体の検診実施率は ‖%か
ら 100%(パーセンタイル 25-75で 84-100%、 平均 84%で あった。

12.学 習塾をデインジャーグループとして対応しているかくうか
32

一部の保健所で対応 2

各種学校のみ ‐
ｎ
υ

いいラll 58

予備校、塾などの職員をデインジャーグループとして対応している自治体は101自

治体中32自治体、各種学校のみが 9自 治体、一部地域が 2自治体で58自治体がデイ

ンジャーグループとして把握していないと返答であった。その他のデインジャーグル

ープを挙げた自治体は 7箇所でその内容は表 12-1の とおり。

12-1 その他あげられていたデインジャーグループ

専門学校

看護学校等の専修学校は把握している。

ヘルパー派遣会社、巡回入浴サービス会社、訪問看護ステーショシ

刑務所職員

認可・無認可保育園、幼稚園、子育てサロン・プラザ、学童保育指導員、学校部活指導員

専修学校

2,



結核の効果的な患者発見及び予防対策に関する提案

(国内低蔓延地域における最近の菌陽性肺結核患者の分析結果から)

※本資料の大部分は,下記の報告書からの引用である。

→ 厚生労働科学研究費補助金による新型インフルエンザ等新興。再興感染症研究事業
「罹患構造の変化に対応した結核対策の構築に関する研究 (研究代表者 :石川信克)J

平成 21年度総括・分担研究報告書

調査対象 :山形県の 2005～08年 (4年間)の菌陽性肺結核新登録患者 433人全員

※山形県の結核罹患率 (人 口 10万対):2007年二11.9,2008年 =11.9

表 1 年次別・性別対象者数 表 2 年次別・菌所見別対象者数

ヤL男1  2005-06■「   2007-08`F
4年間
(合 計)

2005-064F  2007-084F
4年間
(合計)

163

(69.1)

129

(655)

292

(674)

嘩警0(.器 117        247

(59 4%)     (57 01)

女 73

(30.9)

68

(34_5)

141

(326)

喀痰塗抹 (―)   77
培養 (+) (326り

57        134

(289%)  (309"

その価酔 に1。 lmず全体 236

(10096)

197

(100%)

433

(100%)

９

　

１

1  433

(100り
全 体

39歳 以下

40～ 59歳

60-691譴

70～ 79歳

80歳 以上

■各種健診   日有症状医療機関受診    □その他

図 1 年齢階級別にみた結核患者の発見方法 (発見契機)

表 3 各種健診による発見例の健診種類 (内訳)

2005-06年 2007■08年  4年合計  (発見患者の年齢内訳)

100%

(n=433)

(n=51)

(n■ 54)

(n=40)

(n=108)

(n=180)

定期 (市町村 )

定期 (事業所 )

定期 (施設等 )

個別健診

接触者健診

11

14

4

11

10

11

10

15
9

22-→ 40-59歳 3人,60-79歳 14人 ,80歳以上 5人

24→ ～39歳 15人 ,40● 59歳 7人 .60歳代 2人

4-→ ～39歳 1人 ,40-59歳 3人 ,60歳代 1人

16-→ ～59歳 5人 ,70歳代 5人 ,80歳以上 6人

19 → ～39歳 6人 ,40-59歳 5人 ,60歳以上 8人

合 計

∂o



1"  20■  30■  40%  50“   60%  フ喘  80%  90% 10幌

各種健診

有症状受診

その他

全 体

(n=85)

(n=254)

(n=94)

(n=433)

■喀痰塗抹(+)日 喀痰塗抹 (― )培養 (十)□ その他菌陽性

図 2 発見方法別にみた結核患者の菌所見 (山形県 :2005～ 2008年 )

59歳 以下

60～ 79歳

80歳 以上

全  体

59歳 以下

60～ 79歳

80歳 以上

(nt 58)

(n=82)

(n=114)

年齢階級
新登録
患者数

入院・入所中
の診断例 は1,

介護保険S利用
中の診断例 (注り

39歳以下

40～ 59歳

60-69清楓

70～ 79歳

80歳以上

51

54

40

108

180

3(5"

5(93)

12 (30 0)

26 (24 1)

60 (33.3)

―
(― )

1(19)

3(75)

21(194)

68 (37 8)

全 体 433 106 (24 5) 93 (21_5)

注1)結核を疑つて検査を実施する前から病院や介護保険施設等に入院・
入所中であり,かつ.入院・入所中に結核と診断された者の割合

注2)介護保険サービス(施設入所.訪間芥護・看護.デイケア等)を利用中
に肺結核と診断された者

全 体         に m

(n■ 58)

(n=82)

583

□2週以内  口2週～1月  □1月 ～2月  日2ヶ月以上  国不明

図3結核患者の「受診の遅れ」(分析対象:有症状医療機関受診により発見された患者)

0%            20■            40ヽ            60% 80%          100%

ln 2541

100 190

□2週以内  E12週 ～1月  91ヶ月～2ヶ月  日2ヶ月以上  日不明

図4 結核患者の「診断の遅れ」(分析対象:有症状医療機関受診により発見された患者)

表4 入院・入所中又は介護保険サービス利用中の結核発病・診断例の割合

|■:11■ 232■

躍
郷333

一

２‐

0/



表 5 結核と診断される前から他疾患等で医療機関に定期的に通院中

又は入院・入所中だつた者の割合(分析対象:60歳以上の患者)

年齢階級

医療機関に定期通院中
または入院・入所中 ?

該 当 非該当(※ ) 合計

60～ 69歳
27

(67.5)

13

(32.5)

40

(10016)

70～ 79歳
94

(87.0)

14

(13.0)

108

(100%)

80歳以上
151

(83.9)

29

(16.1)

180

(100%)

(※ )「非該当」には,通院や入院・入所の状況が
確認できなかつた者も含む。

表 6 合併症等の診療経過の中で肺結核と診断された事例

(発見契機が「その他」、すなわち健康診断でも有症状医療機関受診でもなかつた事例 )

No 性。年齢 合併症等 結核と診断されるまでの経緯 (概要)

1
男

50-54清晏
糖尿病

(内服治療 )

症状なし。A病院通院中のH19年7月 に胸部X線検査で異常影を指
摘 →精査 (検痰,気管支鏡)で診断確定せず定期的に経過観察
→H20年 3月 の気管支鏡検査で洗浄液塗抹+(PCRでTB)

2
男

70-74方晏

骨髄異形成症
候群
慢性心不全

左記疾患にてH13年～A病院で週1回輸血療法。日頃から微熱あ
り,心不全と肺炎繰り返していた。H19年 12月 下旬～38℃台の発熱
あり,心不全+敗血症疑いでA病院にH20年 1月 上旬入院→ バン
コマイシン等で治療。1月 下旬採取の喀痰 (塗抹―)→ 2月 に培養
(+)PCR(TB+)と判明 → 診断後2ヶ月で死亡 (他因死)

3
男

75-79虜晏
高血圧症

無症状であつたが、11/13高 血圧症で通院中のA医院にて主治医
の勧めで久しぶりに胸部X線検査→陰影+(肺がん疑)でB病院に
紹介。H/26気管支鏡検査で洗浄液 (S― C―)だつたが、肺がん疑い
で実施した胸腔鏡下肺生検 (摘出生検)で乾酪壊死肉芽腫、PCR
(TB+)で「結核腫」と診断。

4
男

75-79方箋

大腸がん (末

期)

H16年8月 に大腸がん手術,以後2ヶ月毎にA病院に通院。1119年

12月 中旬に全身状態悪化し再入院 → 咳は無いが,翌年1月 22日

γ痰あり,25日 の吸引痰塗抹 (+)と判明後まもなく死亡 (大腸がん)

→ 死後に吸引痰のPCR(TB+)が判明

男
80-84虜晏

糖尿病 (内服 )

大腸がん

糖尿病の通院治療中に下肢痛増強し歩行困難となり、H19年 11月

下旬にA病院に入院。入院中に下痢症状で検査→大腸がんと診
断→ H20年 1月 に手術→ 術後の呼吸状態悪く,吸引痰で塗抹
(2+),PCR(TB+)マ 大腸がん手術の7日 後(TB診断の4日 後)に
死亡(他因死)

6
男

80-84方元
脳梗塞後造症
帯状疱疹

H20年 10月 に帯状疱疹のためA病院で入院治療→入院中に低Na
血症、意識障害あり、B病院へ紹介 →B病院入院時の胸部X線で
誤喋性肺炎所見あり,クラヒ・ッド等で治療→ 肺炎所見は改善し空洞
(―)だがTBも疑い,11月 上旬に連続検痰するも塗抹 (―)→ H月
下旬にA病院に転院したが,12月 下旬に左記の痰の培養(+),PCR
(TB+)と判明

7
男

85-89方曇

胃切除
(9年前,全摘)

認知症

H18年8月 ～A病院の認知症病棟 (療養病床)に入院中だうたが,

H19年 12月 中旬に発熱 ,咳。痰あり胸部X線で肺炎と診断,3回連
続検痰で塗抹 (― )→ この培養結果がH20年 2月 初旬に陽性と判明
(PCRでもTB+)→ 2月 初旬の診断時には喀痰塗抹 (3+),3週間で
死亡 (TB)

ごよ



表 7 結核発病の高危険因子の合併状況 (山形県 :2005～ 2008年 )

39歳以下 40～59歳 60～ 69歳 70～ 79歳 80歳 以上

菌陽性肺結核
新登録患者数

1801085451

66

(611)

表 8 結核発病の高危険因子の合併状況 (内訳)に関する年次推移

うち 結核発病の

高危険因子あり

21

(412)
22

(407)
18

(450)
75

(41.7)

菌陽性肺結核患者数 293 (100%) 236 (100%)、    197 (100%)

※内訳 (重複あり)

鶴 蒙病でインス|ジ治療文は内鳳洛厠 : ■1231('1)●
=■

iを4(102'::|:100で ,|力■

悪性腫瘍 (治療中,TB同 時発見例含む)  20(68)  26(110)  18(91)
1副腎皮質ホル■シ01用 1治療中,i::::■ :¬ 01(011)●::■101iCII)●■●110(|,0)|

胃切除歴あり              22(75)  26(110)  14(71)
i理性青不全て人工透析■,:il :::■  1:10で t:1)● ::|::■ で1■ ):=■■14〈 よ0,I
明らかな低栄養・衰弱 (発病に先行) 2 (07)        6 (25)         3 (1 5)

|=肺 1‐ ::■ ::::::::■  i ■::■  i lll(1:7,:::1■ |::(21)●■ 112(||●)11

胃潰瘍(治療中)            4(14)   3(13)   1(05)
:大量飲酒〈アル●■ル依存):■■■■■■■|lt(11‐0)●■●:1::(0わ ::■■■■(■)●

最近の明らかな感染歴あり(2年以内)   9(31)   9(38)   21(107)
1高蔓申 からの移住(2年以内)●

=■
■■ 0(20J I■

=:4:(1:7)::■
i:12て 110)|:

その他 (過去の治療中断など)      4(14)   3(13)   ― (― )

※注)先行研究では,肺内の「未治療硬化巣J所見の存在も結核発病の高危険因子と
されている。しかし,患者の登録年次や保健所によつては硬化巣所見の把握及び
記録状況に違いがある可能性もあったため,今回の研究では,「未治療硬化巣Jを

高危険因子に含めずに集計した。

(以上 )

表9 「40歳未満」の結核患者の感染経路に関する推定結果(山形県:2008年 )

例数 :備■1考

同一患者を感染源とする結核集団発生
関連の感染 (※ 注) 9

9例と感染源患者の結核菌RFLPパターンが一致。
但し,う ち1例 (医療従事者)は感染源との直接の接触
歴が不明

同居家族・親しい友人・恋人からの感染 7

中国での感染 (来 日後1年以内の発病) 6

5例は7‐t労や研修、結婚のため中国から来日した者。
1例は数年前から最近まで中国への出張が頻回にあっ
た者

病院・介護施設関連の感染 5

2年以内に結核患者の発生がみられた病院・高齢者
施設の医師、看護師、介護職員 (感染源の特定はでき
ず)

嬌正施設関連の感染 3

2例は矯正施設収容中の発病‐診断例、1例は矯正施
設職員で施設内で感染性結核患者との濃厚接触歴あ
り

国内の結核高罹患率地域での感染 4
高罹患率地域 (東京・大阪等)での生活,就労歴が長
く、山形県に帰郷後1年以内に結核発病、又は当該地
域での発病直後に治療目的で帰郷した者

感染源・感染経路は不明
ワ
ー 不明は全体の333%

計 )〈
ロ (51)
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市町村が定期健康診断の対象者を定める際に参酌する基準の根拠と

なっている論文について

【うに南大1 】 Review of Mass Radiography Services ―A Report by the 」olnt

Tuberculosis Counsil―

● イギリスにおいては11964年に Joint Tuberculosis Counsilの 委員会によ

つて集団エックス線健診についてレビューされ、患者発見率 0.05%以下、

または健診件数が年間 5万件以下になったときに有用性における検討を行

うことが示唆された。

<参考 :イ ングランドとウェールズの 1961年当時のデータ>
健診による患者発見率 (%)

【5こ南大2】 Zur derzeitigen Tuberkulosesituatlon

● 西 ドイツにおいては、1975年、 ドイツ結核予防中央委員会により患者発見

率が 0.04%と なるまで、非限定的なレントゲン検査を継続することを進め

た。

分類 男 女

45歳未満 45歳以上 45歳未満 45歳以上

General survey

(Factories/offices)

0 09 011 0.07 0 06

General public volunteers 0_12
.018

0.09 0.05

General practitioner

referred patients

0 82 1.12 0 47 0.37

Contacts 0.29 0.52 0 25 0 08

Special surveys 0.05 0.14 0.06 0 08

Pers9ns in prisons,

borstals

016 116 0 08

Psychiatric hospitals 0 22 0 26 0 15 0.06

3ナ



年 (平 成) 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 204喜

件 数 51件 63件 53件 37件 42件 47件 38件 37件 42件 32件

集

団

発

生

の

場

所

学  校 13 24 23 14 5 8 4 7 2 3

小学校 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
中学校 3 3 6 2 0 2 0 0 0
高  校 7 10 6 5 2 0 0 1 2
大  学 2 5 6 3 ■

― 3 2 0 0
専門学校 0 2 2 3 ■

‥ 0 0 2 0 0
幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 (塾等 | 1 1 2 1 3 2 0 1

病 院 等 13 17 10 4 10 18 12 4 4 5

社会福祉
施  設

2 2 3 2 2 2 ■
‥ 1

事業所 18 17 16 12 20 18 12 15 21 15

家族ご友人 3 4 7 4 9 9 5 8 10 10

そ の 他 3 4 6 8 6 5 7 5

ヘ

結核集団感染の件数について(過去10ヶ年)

(平成21年 10月 1日 現在)

※ 集団発生の場所が1件で2カ所以上の場合があり、発生場所の合計と件数は一致しない。
※「病院等」は、病院、診療所、(介護)老人保健施設
※「社会福祉施設」は、生活保護施設、養護老人ホーム、身体障害者更生施設など
※「事業所」は、会社、職場など
※「その他」には、飲食店、遊技場、不明等が含まれる。

<結核集団感染の定義について>
同一の感染源が、2家族以上にまたがり、20人以上に結核を感染させた場合をいう。
ただし、発病者1人は6人が感染したものとして感染者数を計算する。

3S



結核集 団感染事夕1-覧
平成 21年 10月 1日 現在

(平成 11年 :51件)(病院等 :13件、学校 :13件 )

し
は

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 ¬1年  1月 東京都
病院 (一般)

42名 (予 防内服)

平成 11年  ¬月 東京都
事業所の寮

5名 (要治療)

4名 (経過観察)

平成 11年  1月 県
校

知
学

高
中

名

名

名

４

２

８

３

５

８

１

４

(要治療)

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 11年  2月 県
所

葉
業

千
事

名

名

５

２

(要治療 )

(経過観察 )

平成 11年  2月 県知
校

愛
高

名

名

５

４３

(要治療)

(予 防内服)

平成 11年  2月 愛知県
塾

51名 (予 防内服)

平成 11年  '2月 県
校

工
学

埼
中

101名 (予 防内服)

2名 (経過観察)

平成 11年 2月 埼玉県
家族他

名

名

７

３

(要治療 )

(予防内服 )

平成 11年  3月 岡山県
病院 (一般)

4名 (要治療 )

14名 〈予防内服 )

平成 11年  3月 都
所

京
業

東
事

名
名

名

５

２

１

(要治療 )

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 1¬ 年 3月 東京都
中学校

42名 (予 防内服 )

平成 11年  3月 県
所

知
業

愛
事

名

名

０

４

１

２
(要治療 )

(予 防内服)

平成 11年  0月 東京都
病院 (一般 )

名

名

４

６

(要治療)

(予 防内服)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 」1年  3月 東京都
事業所

名

名

３

４

(要治療)

(予防内服)

平成 11年 4月 福島県
病院 (一般 )

4名 (要治療 )

7名 (予防内服)

4名 (経過観察)

平成 11年  4月 京都府

事業所

23名 (要治療)

61名 (予 防内服 )

平成 11年  4月 滋賀県
大学

3名 (要治療)

24名 (予 防内服 )

30名 (経過観察 )

平成 11年  4月 京都府
宗教法人の道場

18名 (要治療)

6名 (予 防内服)

22名 (経過観察)

平成 11年  4月 東京都
事業所

名

名

４

３

(要治療)

(予 防内服)

平成 11年  4月 新潟県
病院 (一般)

名

名

１

３

(要治療 )

(予 防内服)

平成 11年  5月 福岡県
病院 (一般)

1初発患者は精神痛様人,0患者

3名 (要治療)

4名 (予 防内服)

35名 (経過観察)

平成 11年  5月 東京都

事業所

名

名

名

１

４

６

(要治療)

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 11年  5月 東京都

事業所

14名 (要治療)

21名 (予 防内服 )

5名 (経過観察)

平成 11年  5月 埼玉県

事業所及び寮

4名 (要治療 )

平成 11年  6月 北海道
病院 (一 般、精神 )

2名 (要治療 )

23名 (予防内服)



の
ヽ

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 11年  6月 北海道

高校

67名 (予 防内服 )

平成 11年 6月 県
所

知
業

愛
事

名

名

４

３

(要治療 )

(経過観察)

平成 11年  6月 県岡
校

福

高

名

名

１

６

３

９

(予 防内服)

(経過観察)

平成 11年 6月 東京都

高校

2 3名 (予 防内服 )

平成 11年  6月 和歌山県

家族、事業所

名

名

６

４

(要治療 )

(予 防内服)

平成 11年  6月 東京都
研修室

1 2名 (要治療 )

平成 1¬ 年 7月 千葉県
病院 〈精神)

13名 (要治療 )

136名 (予 防内服 )

21名 (経過観察)

平成 11年  7月 二重県
老人保健施設

名

名

３

１

(要治療 )

(予 防内服 )

平成 11年  7月 愛知県
事業所

名

名

名

６

８

１

(要治療)

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 11年  7月 秋田県
老人保健施設

3名 (要治療 )

3名 (予 防内服 )

5名 (経過観察)

平成 11年  8月 岡山県
病院 (精神)、 老人保健施設

1名 (要治療 )

17名 (予 防内服)

平成 11年  8月 石川県

事業所

名

名

４

２３

(要治療 )

(予防内服)

平成 11年  8月 埼玉県

事業所

4名 (要治療)

1名 (予 防内服 )

4名 (経過観察)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 1¬ 年 8月 福岡県

病院 (一般 )

名

名

３

８

(要治療)

(経過観察 )

平成 11年  9月 大阪府

敵

1名 (要治療)

33名 (予防内服)

平成 11年  9月 香川県

高校

3名 (要治療)

1名 〈予防内服)3

平成 ¬1年  9月 静岡県

警察署他

25名  (予防内服 )

2名  (経過観察 )

平成 11年 10月 福島県
病院 (精神)

名

名

０

３

(要治療)

(予 防内服)

平成 11年 10月 東京都

高校

名

名

４

１

(要治療)

(予 防内服)

平成 11年 10月 県

所

知

業

愛

事
20名 (予 防内服)

平成 11年 10月 福岡県

通所施設

4名 (要治療)

2名 (予防内服)

¬名 (経過観察)

平成 11年 11月 滋賀県
事業所

名

名

名

４

１

９

(要治療 )

(予防内服)

(経過観察)

平成 11年 11月 埼玉県
家族、友人

名

名

２

９

(要治療 )

(予 防内服 )

平成 11年 11月 県山

学

岡

大

23名 (予 防内服)

平成 lJ年 12月 長野県
事業所

名

名

１

８８

(要治療)

(予 防内服 )

平成 11年 12月 大阪府

障害者施設 1

名

名

名

３

６

９

(要治療)

(予 防内服)

(経過観察)2



2年 :63件)(病院等 :17件、学校 :24件 )

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 12年  1月 埼玉県
スポーツ施設送迎バス車内

名

名

名

１

４

６

４

１３

〈要治療 )

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 12年  1月 愛知県

高校

名

名

名

４

８

６

７

(要治療)

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 12年  1月 大阪府
事業所

1 名

名

２

５

(要治療 )

(予 防内服 )1

平成 12年 1月 京都府

大学 (サ=ク ル )

名

名

３

９

(要治療)

(予 防内服)

平成 12年  1月 福岡県
小学校

106名 (予 防内服)

182名 (経過観察)

平成 12年  1月 神奈川県

事業所

3名 (要治療 )

3名 (予 防内服)

1名 (経過観察)

平成 12年  1月 神奈川県

病院 (一般 )

名

名

９

１

(要治療 )

(予 防内服)

平成 12年  1月 神奈川県

病院

1 名

名

(要治療)

(予防内服)1

平成 12年  1月 和歌山県
病院 (精神)

7名 (要治療)

平成 12年  2月 道海

校
北
高

6 5名 (予 防内服 )

平成 12年  2月 青森県

病院 (一般 )

36名 (予 防内服 )

平成 12年  2月 宮城県

家族、友人

2名 (要治療 )

11名 (予 防内服)

1名 (経過観察)

平成 12年  2月 東京都

事業所

名

名

５

５

(要治療 )

(経過観察)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 12年  2月 東京都
大学

21名 (予 防内服)

平成 12年  2月 茨城県

専門学校

2名 (要治療)

19名 (予 防内服 )

平成 12年  3月 埼玉県
中学校

44名 (予 防内服 )

平成 12年  3月 愛知県
大学

36名 (予 防内服)

平成 12年  3月 群馬県
老人保健施設

名

名

４

７

(要治療 )

(予 防内服)

平成 12年  3月 愛媛県

病院 (精神 )

6名 (要治療 )

1名 (予 防内服)

平成 12年  3月 沖縄県
病院

3名 (要治療)

3名 (予 防内服)

96名 (経過観察)

平成 12年  3月 奈良県 〈奈良市)

病院

名

名

５

３

(要治療)

(予防内服)

平成 12年  4月 山形県

事業所

名

名

名

２

８

３

(要治療)

(予 防内服)

(経過観察)

平成 12年  4月 埼玉県
病院 (老人)

22名 (予 防内服)

平成 12年 4月 東京都

高校

名

名

１

３３

(要治療)

(予 防内服)

平成 司2年  4月 東京都

高校

1名 (要治療 )

21名 (予 防内服)

平成 12年  4月 新潟県

診療所

24名 (予防内服)

212名 (経過観察)

し
や



し
，

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 12年  4月 和歌山県

事業所、友人

4名 (要治療)

7名 (予 防内服)

2名 (経過観察)

平成 12年  4月 愛媛県

事業所

3名 (要治療)

5名 (予 防内服 )

平成 12年  4月 神奈川県
中学・高校

2名 (要治療 )

13名 (予 防内服 )

3名 (経過観察 )

平成 12年  5月 群馬県

高校

22名 (予 防内服 )

474名 (経過観察)

平成 12年  5月 岡山県
高校等

2名 (要治療 )

39名 (予防内服)

平成 12年  5月 福岡県
障害者施設

11名 (要治療 )

21名 (予 防内服 )

5名 (経過観察)

平成 ¬2年  5月 神奈川県
家族、事業所

名

名

４

４

(要治療)

(予 防内服 )

平成 12年  5月 東京都
病院 (精神 )

名

名

名

３

８

４

(要治療)

(予 防内服 )

(経過観察 )

平成 12年  6月 東京都
病院 (―般)

2名 (要治療)

10名 (予 防内服)

平成 12年 6月 静岡県
小学校

82名 (予 防内服 )

平成 12年  6月 兵庫県

事業所

3名 (要治療 )

5名 (予 防内服 )

平成 12年  6月 東京都

事業所

20名 (予 防内服)

5名 (経過観察)

平成 12年  6月 埼玉県

事業所

3名 (要治療)

3名 (予 防内服)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 12年  7月 埼玉県

大学

28名 (予防内服)

3名 (経過観察)

平成 12年  7月 兵庫県
大学

21名 (予 防内服)

平成 12年  7月 愛知県
小学校

54名 (予 防内服 )

平成 ¬2年  7月 和歌山県

病院 (精神 )

9名 (要治療 )

2名 (予 防内服)

1名 (経過観察)

平成 1 2年 7月 東京都

中学校

54名 (予 防内服 )

平成 12年  8月 東京都
高校

6名 (要治療)

28名 (予 防内服)

平成 12年  8月 兵庫県

遊技場

名

名

２

９

(要治療)

(予 防内服 )

平成 12年  8月 高知県
病院 (療養 )

15名 (要治療)

12名 (予 防内服)

平成 12年  8月 福岡県

事業所

4名 (要治療)

3名 〈予防内服)

平成 ¬2年  9月 長野県
病院 (一般 )

5名 (要治療)

8名 (予防内服)

8名 (経過観察)

平成 12年  9月 大阪府

事業所

5名 (要治療 )

12名 (予防内服)

平成 12年  9月 愛媛県

高校

名

名

１

６

(要治療)

(予 防内服)

平成 12年 10月 秋田県

事業所

名

名

３

９

(要治療)

(予 防内服)



(平成 司3年 :53件)(病院等 :10件、学校 :23件 )

穴
ｏ

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 12年 10月 愛知県

事業所

7名 (要治療 )

1名 (予 防内服)

平成 12年 11月 東京都
家族、事業所

名

名

３

４

(要治療 )

(予 防内服 )

平成 12年 11月 大阪府

塾

46名 (予 防内服 )

平成 12年 11月 東京都

官公庁

23名 (予 防内服)

7名 (経過観察)

平成 12年 11月 熊本県
高齢者施設

2名 (要治療 )

8名 (予 防内服)

平成 12年 12月 埼玉県
高校

27名 (予 防内服)

2名 (経過観察)

平成 12年 12月 富山県
病院 (療養 )

名

名

４

４

(要治療 )

(経過観察)

平成 12年 12月 神奈川県

事業所

名

名

３

２

(要治療 )

(予 防内服)

平成 12年 12月 神奈川県

病院 (一般 )

3名 (要治療 )

10名 (予 防内服 )

平成 12年 12月 広島県
高等専門学校

4名 (要治療 )

22名 (予 防内服)

平成 12年 12月 東京都
新聞販売店

2名 (要治療 )

8名 (予防内服)

2名 (経過観察)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 13年  1月 大阪府
高校

25名 (予 防内服)

平成 13年  ¬月 沖縄県
高校他

3名 (要治療 )

47名 (予 防内服)

53名 (経過観察)

平成 13年  2月 福岡県

高校

5名 (要治療 )

124名 (予 防内服 )

平成 13年  2月 鹿児島県
医療機関

3名 (要治療)

3名 (予 防内服)

34名 (経過観察)

平成 13年  2月 北海道

専門学校

名

名

３

０

(要治療)

(予 防内服)

平成 13年  3月 東京都

家族、友人等

9名 (要治療)

8名 (予防内服)

平成 13年  3月 千葉県
大学

2名 (要治療)

17名 (予 防内服)

平成 13年  3月 熊本県、佐賀県、福岡県

事業所、友人

3名 (要治療 )

24名 〈予防内服)

平成 13年  3月 埼玉県

小学校

20名 (予 防内服)

119名 (経過観察)

平成 13年  3月 大阪府

中学校

1名 (要治療 )

28名 (予 防内服)

平成 13年  3月 大阪府

高校

33名 (予 防内服)

平成 1 月３年
０

９

　

　

‘

神奈川県
小学校

2名 (要治療)

53名 (予 防内服)

平成 13年  3月 東京都
中学校

5名 (要治療)

20名 (予 防内服 )



食
ヽ

発  生  年 月 場 所 患 者 数 等

平成 13年  3月 福岡県

家族、友人、アルバイ ト

4名 (要治療 )

1名 (予 防内服 )

平成 13年  4月 福岡県
病院

3名 (要治療 )

2名 (予 防内服 )

平成 13年  4月 埼玉県
病院 (一般)、 専門学校

1名 (要治療 )

20名 (予 防内服 )

平成 13年  4月 鹿児島県
事業所

名

名

１

９２

(要治療 )

(予 防内服 )

平成 司3年 4月 大阪府

病院 (一般 )

10名 (要治療 )

4名 (経過観察 )

平成 13年  5月 神奈川県
老人福祉施設

名

名

３

３

(要治療)

(予 防内服)

平成 13年  5月 大阪府

飲食店

2名 (要治療 )

11名 (予 防内服)

平成 13年  5月 大阪府
大学・学生寮・会社

7名 (要治療)

84名 (予 防内服)

平成 13年  5月 東京都
事業所 1

7名 (要治療 )

0名 (予 防内服)

1名 (経過観察)1

平成 13年  5月 埼玉県

家族・患者経営の飲食店

利用者

4名 (要治療 )

1名 (経過観察)

平成 13年  6月 宮山県
中学校、高校

81名 (予 防内服)

平成 13年 6月 千葉県

中学校

7 1 名 (予 防内服)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 13年  7月 福岡県
大学・学習塾

名

名

名

５

３

２

５

(要治療 )

(予 防内服)

〈経過観察)

平成 13年  7月 大阪府

事業所

名

名

３

８

(要治療 )

(予 防内服)

平成 13年 8月 北海道

病院 (一般)

15名 (要治療)

7名 (予防内服)

平成 13年  8月 東京都

事業所

3名 (要治療 )

22名 (予 防内服)

平成 13年  8月 福岡県
大学、家族

名

名

２

３

(要治療)

(予 防内服)

平成 13年  8月 大阪府 (大阪市〉

事業所

7名 (要治療)

17名 (予 防内服 )

平成 13年  9月 宮崎県

障害者施設

43名 (要治療)

35名 (予 防内服 )

1名 (経過観察 )

平成 13年  9月 兵庫県

事業所

2名 (要治療)

22名 (予 防内服 )

平成 13年  9月 東京都

事業所

名

名

３

０

(要治療 )

(予 防内服 )

平成 13年  9月 東京都
病院 (一般 )

7名 (要治療 )

4名 (予 防内服)

185名 (経過観察)

平成 13年  9月 大阪府

事業所

6名 (要治療 )

平成 13年  9月 大阪府

事業所

名

名

１

７

(要治療 )

(予 防内服)



発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 13年 10月 東京都
病院・老人福祉施設

3名 (要治療 )

13名 〈予防内服)

4名 (経過観察)

平成 13年 10月 都

所

京

業

東

事

4名 (要治療 )

平成13年 11月 兵庫県
事業所

6名 (要治療)

0名 (予 防内服)

平成 13年 11月 千葉県
事業所

名

名

２

５３

(要治療 )

(予 防内服 )

平成 13年 11月 千葉県
高校

20名 (予防内服 )

平成 13年 11月 鹿児島県
病院・家族

3名 (要治療 )

3名 (予防内服 )

平成 13年 11月 宮崎県 〈五ヶ瀬町)

家族 。職場

4名 (要治療)

2名 (予防内服)

平成 13年 12月 福岡県
大学

35名 〈予防内服)

平成 13年 12月 北海道
大学

51名 (予防内服)

平成 13年 12月 北海道

病院 (一般 )

1名 (要治療 )

21名 (予 防内服)

6名 (経過観察)

平成 13年 12月 兵庫県

中学校

100名 (予防内服)

平成 13年 12月 道

校

海

学

北

中

21名 (予 防内服)

平成 13年 12月 愛知県

宗教集会場

名

名

名

５

１

６

２

(要治療 )

(予防内服)

(経過観察)

発 生 年 月 場 所 患 者 数 等

平成 13年 12月 富山県

病院 (療養病床)

名

名

２

３

(要治療)

(経過観察)

平成 13年 12月 千葉県
事業所

1名 〈要治療)

14名 (予 防内服)

平成 13年 12月 千葉県 (館山市 ) 名

名

３

８

(要治療 )

(予 防内服)




